
軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て 

中
野 

 

佳 
 
 
 

 

はは
じじ
めめ
にに  

 

国
立
公
文
書
館
（
以
下
「
館
」
と
い
う
。）
で
は
、
平
成
二
七
年
度
か
ら
館
へ
移
管
が

開
始
さ
れ
た
、
旧
日
本
陸
海
軍
の
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
「
軍
法
会
議
関
係

文
書
」
を
保
存
し
、
利
用
に
供
し
て
い
る
。 

軍
法
会
議
と
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
第
六
〇
条
1

に
よ
り
認
め
ら
れ
た
刑
事
に
関
す

る
特
別
裁
判
所
で
あ
り
、
陸
軍
及
び
海
軍
に
軍
法
会
議
が
設
置
さ
れ
、
陸
軍
及
び
海
軍

軍
法
会
議
法
に
よ
り
そ
の
組
織
、
権
限
及
び
訴
訟
手
続
き
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
陸
軍

軍
法
会
議
法
上
の
「
軍
法
会
議
」
と
い
う
用
語
に
は
、
司
法
機
関
を
総
合
し
て
組
織
し

た
官
署
（
広
義
の
軍
法
会
議
）
と
、
各
個
の
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
裁
判
権
の
実
行
を
管

掌
す
る
機
関
（
狭
義
の
軍
法
会
議
）
と
い
う
、
二
つ
の
意
義
が
あ
る
2

。 

軍
に
特
別
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
た
理
由
は
、
一
言
で
い
え
ば
「
厳
粛
な
る
軍
紀
を
維

持
し
軍
の
戦
力
発
揮
」
に
資
す
る
た
め
で
あ
る
3

。
軍
法
会
議
が
対
象
と
し
た
の
は
、

軍
人
・
軍
属
の
犯
罪
で
あ
り
、
軍
人
・
軍
属
が
犯
し
た
罪
は
軍
人
に
よ
り
裁
か
れ
た
。

例
外
的
に
、
哨
兵
に
対
す
る
暴
行
脅
迫
罪
な
ど
に
つ
い
て
は
、
一
般
人
も
適
用
さ
れ
る

た
め
対
象
と
な
り
得
る
。
軍
法
会
議
で
適
用
さ
れ
る
法
令
は
、
特
別
刑
法
で
あ
る
軍
刑

法
だ
け
で
は
な
く
、
普
通
刑
法
等
の
刑
罰
も
適
用
さ
れ
る
。 

軍
法
会
議
は
、
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
五
月
の
日
本
国
憲
法
施
行
に
よ
り
特
別

裁
判
所
の
設
置
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
ま
で
続
い
た
。 

 

こ
の
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
で
構
成
さ
れ
た
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
は
、
令
和

二
年
（
二
〇
二
〇
）
八
月
末
現
在
に
お
い
て
、
館
で
は
一
二
四
二
冊
保
存
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
同
関
係
文
書
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
、
利
用
者
の
利
用
の
た
め
の
参
考

と
し
た
い
。 

そ
こ
で
、
ま
ず
文
書
を
作
成
し
た
軍
法
会
議
の
沿
革
を
確
認
し
、
作
成
さ
れ
て
い
た

文
書
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
文
書
管
理
規
程
の
変
遷
を
た
ど
り
、
そ
の
上
で
現

在
館
が
保
存
す
る
資
料
群
の
特
徴
を
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
。 

本
稿
で
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
の
全
体
像
を
示
す
こ
と
で
、
利
用
者
の
利
用
の
一

助
に
な
れ
ば
と
思
う
。 

  

一一  

「「
軍軍
法法
会会
議議
関関
係係
文文
書書
」」
のの
概概
要要  

 

平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）
八
月
二
五
日
に
内
閣
総
理
大
臣
と
法
務
大
臣
の
間
で
「
歴

史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
」
の
申
合
せ
が
行
わ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
法
務
大
臣
が
そ
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
「
歴
史
公
文
書
等
」
は
、
法
務
省
が
保
有
す
る
刑
事
事
件
に
係
る
判

決
書
等
の
訴
訟
に
関
す
る
書
類
の
う
ち
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の

文
書
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法（
昭
和
六
二
年
法
律
第
六
四
号
）

に
規
定
す
る
保
管
期
間
又
は
記
録
事
務
規
程
（
平
成
二
五
年
法
務
省
刑
総
訓
第
六
号
大

臣
訓
令
）
に
規
定
す
る
保
存
期
間
を
満
了
し
た
も
の
が
館
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

八
一

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
53
号　
　



た
。
各
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
保
有
す
る
い
わ
ゆ
る
軍
法
会
議
に
係
る
訴
訟
に
関
す
る

書
類
が
、
表
１
の
移
管
計
画
に
基
づ
き
、
平
成
二
七
年
度
か
ら
館
へ
移
管
さ
れ
て
い
る
4

。

こ
れ
が
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
で
あ
る
。
平
成
二
七
年
度
の
館
へ
の
移
管
分
は
、
平

成
二
八
年
度
に
目
録
公
開
し
た
。
以
後
、
毎
年
度
移
管
さ
れ
て
い
る
文
書
で
あ
る
。 

                     

同
関
係
文
書
は
、旧
日
本
陸
海
軍
の
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
判
決
内
容
を
記
載
し
た
「
判
決
原
本
」
で
あ
る
。
陸
軍
の
各
部
隊
及

び
海
軍
の
各
鎮
守
府
、
艦
隊
等
で
作
成
さ
れ
、
戦
後
は
各
地
方
裁
判
所
検
事
局
（
現
在

の
各
地
方
検
察
庁
）
が
業
務
及
び
文
書
を
引
き
継
い
だ
。
文
書
は
、
明
治
一
五
年
（
一

八
八
二
）
か
ら
昭
和
二
五
年
頃
ま
で
の
も
の
が
あ
り
、
令
和
二
年
八
月
末
現
在
、
館
で

は
一
二
四
二
冊
保
存
し
て
い
る
。 

な
お
、
表
１
に
あ
る
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
、「
死
刑
又
は

無
期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
処
す
る
確
定
裁
判
の
裁
判
書
」
は
検
察
庁
に
お
け
る
保

管
期
間
が
一
〇
〇
年
と
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
保
管
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い

文
書
は
、
館
へ
移
管
さ
れ
て
い
な
い
。 

同
関
係
文
書
の
目
録
は
、
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（
以
下
「
Ｄ
Ａ
」
と
い
う
。）
に

お
い
て
公
開
し
て
い
る
が
、
す
で
に
利
用
に
あ
た
っ
て
文
書
の
内
容
の
審
査
を
終
え
て

い
る
も
の
は
、
利
用
制
限
区
分
等
の
欄
が
「
公
開
」
ま
た
は
「
部
分
公
開
」
と
表
示
さ

れ
て
い
る
。「
部
分
公
開
」
と
は
、
文
書
の
一
部
に
利
用
制
限
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
指
す
。
ま
た
、「
要
審
査
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
文
書
は
、
当
館
利
用
等
規
則
上
、

一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
情
報
を
含
む
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
、
利
用

に
あ
た
っ
て
審
査
を
要
す
る
。
同
関
係
文
書
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
一
年
法
律
第
六
六
号
、
以
下
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
う
。）
第
一
六
条
第
一
項
5

に
掲
げ
ら
れ
る
個
人
に
関
す
る
情
報
な
ど
の
利
用
制
限
情
報
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
た

め
、
特
定
の
事
件
を
探
す
際
に
は
、「
要
審
査
」
及
び
「
部
分
公
開
」
の
文
書
の
利
用
制

限
箇
所
に
氏
名
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
氏
名
で
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。  

年度（平成） 移管対象文書

27年度
東京地方検察庁において保有するいわゆる軍法会議に係る訴訟
に関する書類

28年度
東京地方検察庁において保有するいわゆる軍法会議に係る訴訟
に関する書類（平成27年度移管対象分を除く。）

29年度

横浜地方検察庁、大阪地方検察庁、京都地方検察庁、名古屋地
方検察庁、広島地方検察庁、仙台地方検察庁、⻘森地方検察
庁、札幌地方検察庁及び高松地方検察庁においてそれぞれ保有
するいわゆる軍法会議に係る訴訟に関する書類

30年度 福岡地方検察庁及び⻑崎地方検察庁においてそれぞれ保有する
いわゆる軍法会議に係る訴訟に関する書類

31年度以降
随時

平成27年度から同30年度における移管の際、刑事確定訴訟記録
法（昭和62年法律第64号）第2条第2項に規定する保管期間又は
記録事務規程（平成25年法務省刑総訓第6号大臣訓令）第25条に
規定する保存期間が満了しておらず、移管することができな
かった軍法会議に係る訴訟に関する書類であって、その後上記
保管期間又は保存期間が満了したもの

表1 「軍法会議関係文書」の移管年度及び移管対象文書

八
二

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
53
号　
　



二二  

軍軍
法法
会会
議議
のの
沿沿
革革  

第
二
章
で
は
、
文
書
を
作
成
・
保
管
し
た
組
織
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
、
陸
軍

軍
法
会
議
、
海
軍
軍
法
会
議
の
沿
革
を
確
認
す
る
。 

 

二二
．．
一一  

陸陸
軍軍
軍軍
法法
会会
議議
のの
沿沿
革革  

 

陸
軍
軍
法
会
議
は
、
軍
隊
で
あ
る
各
部
隊
―
つ
ま
り
軍
や
師
団
に
設
置
さ
れ
、
将
官

以
外
の
始
審
裁
判
を
扱
っ
た
。
将
官
の
始
審
裁
判
や
、
上
告
審
を
取
り
扱
っ
た
高
等
軍

法
会
議
は
一
つ
し
か
な
く
、
事
務
は
陸
軍
省
法
務
局
が
担
っ
て
い
た
。
な
お
、
全
て
の

陸
軍
軍
法
会
議
を
監
督
し
た
司
法
統
括
機
関
は
陸
軍
省
法
務
局
で
あ
る
。 

陸
軍
軍
法
会
議
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
陸
軍
軍
法
会
議
の
残
務
を
引
き
継
い

だ
復
員
局
法
務
調
査
部
が
、
昭
和
二
三
年
九
月
に
軍
法
会
議
の
残
務
に
つ
い
て
一
応
の

整
理
が
つ
い
た
段
階
で
、
後
継
事
務
に
資
す
る
た
め
に
作
成
し
た
「
陸
軍
軍
法
會
議
廃

止
に
関
す
る
顚
末
書
」
を
も
と
に
概
略
を
ま
と
め
た
6

。
適
宜
、
図
１-

１
、
２
「
陸
軍

軍
法
会
議
変
遷
図
表
（
内
地
・
外
地
）
及
び
文
書
管
理
規
程
の
変
遷
」
を
参
照
さ
れ
た

い
。
図
１
は
、「
陸
軍
軍
法
會
議
廃
止
に
関
す
る
顚
末
書
」
に
附
属
の
「
陸
軍
軍
法
会
議

變
遷
図
表
」
に
、
筆
者
が
文
書
管
理
規
程
の
変
遷
な
ど
を
追
加
し
、
整
理
し
た
も
の
で
あ

る
7

。
な
お
復
員
局
は
、
昭
和
二
〇
年
一
二
月
に
陸
軍
省
が
第
一
復
員
省
へ
改
組
さ
れ

た
の
ち
、
復
員
庁
第
一
復
員
局
と
な
り
、
さ
ら
に
昭
和
二
三
年
一
月
一
日
に
厚
生
省
の

外
局
と
し
て
復
員
局
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。 

軍
法
会
議
の
起
源
は
、明
治
二
年
に
兵
部
省
の
一
部
局
と
し
て
糺
門
司
が
設
け
ら
れ
、

軍
内
の
犯
罪
処
理
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
る
。
糺
門
司
は
軍
に

お
け
る
最
初
の
司
法
統
括
機
関
で
あ
っ
た
。
次
い
で
明
治
五
年
に
兵
部
省
は
陸
海
軍
両

省
に
分
立
、
糺
門
司
は
陸
軍
省
の
所
管
と
な
り
、
糺
門
司
に
仮
会
議
が
設
置
さ
れ
こ
こ

で
審
判
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
初
め
て
公
文
書
に
「
軍
法
会
議
」
と
い
う
名
称
が
登

場
し
た
。
続
い
て
糺
門
司
廃
止
後
は
陸
軍
省
に
陸
軍
裁
判
所
が
置
か
れ
、
東
京
鎮
台
は

陸
軍
裁
判
所
で
審
判
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
他
の
鎮
台
（
大
阪
、
鎮
西
、
東
北
）
の
本
分

営
に
は
軍
法
会
議
所
が
設
置
さ
れ
た
8

。 

明
治
一
六
年
八
月
、
太
政
官
布
告
第
二
四
号
に
よ
り
訴
訟
手
続
き
法
と
し
て
陸
軍
治

罪
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
軍
人
・
軍
属
の
犯
罪
は
戦
時
、
平
時
を
問
わ
ず
、

適
用
さ
れ
る
法
令
も
軍
刑
法
に
限
定
さ
れ
な
い
、
全
て
軍
法
会
議
に
お
い
て
裁
判
す
る

制
度
が
確
立
し
た
9

。
軍
法
会
議
は
各
軍
管
に
一
個
も
し
く
は
数
個
設
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
（
第
七
条
）、
各
鎮
台
軍
法
会
議
所
に
鎮
台
軍
法
会
議
を
開
設
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。 こ

の
陸
軍
治
罪
法
は
、
明
治
二
二
年
に
全
面
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
（
明
治
二
一
年

一
〇
月
一
九
日
公
布
、
明
治
二
二
年
一
月
一
日
施
行
、
法
律
第
二
号
）。
従
来
、
裁
判
官

が
犯
人
を
取
り
調
べ
て
審
判
を
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
糾
問
制
」
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、

改
正
に
よ
り
、
軍
法
会
議
か
ら
独
立
し
た
検
察
官
が
置
か
れ
、
検
察
官
の
起
訴
に
よ
っ

て
軍
法
会
議
で
審
判
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
一
審
終
審
制
、
非
公
開
、
非

弁
護
と
い
っ
た
刑
事
手
続
な
ど
の
糾
問
制
色
は
残
っ
た
10

。
そ
し
て
、
各
師
管
に
軍
法

会
議
は
一
個
も
し
く
は
数
個
が
置
か
れ
（
第
九
条
一
項
）、
将
官
で
あ
る
軍
人
の
犯
罪
に

か
か
る
審
判
と
、
再
審
の
審
判
を
行
う
た
め
の
高
等
軍
法
会
議
が
東
京
に
開
設
さ
れ
た

（
第
九
条
二
項
、
第
二
〇
条
）。
ま
た
、
同
年
に
師
団
司
令
部
条
例
が
制
定
さ
れ
、
鎮
台

軍
法
会
議
は
師
管
軍
法
会
議
と
名
称
を
変
更
し
た
11

。 

明
治
時
代
は
、
明
治
二
七
年
に
日
清
戦
争
、
明
治
三
七
年
に
日
露
戦
争
が
起
こ
っ
て

い
る
。
戦
中
の
軍
法
会
議
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
陸
軍
治
罪
法
第
九
条
三
項
に
軍
団
、

師
団
、
混
成
旅
団
に
軍
法
会
議
を
設
け
る
よ
う
規
定
が
あ
る
た
め
、
両
戦
中
に
お
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
野
戦
に
編
制
さ
れ
た
各
軍
、
師
団
軍
法
会
議
が
開
設
さ
れ
、
任
務
を
終

え
た
あ
と
は
各
後
継
軍
法
会
議
へ
事
務
が
引
き
継
が
れ
た
。
大
正
時
代
に
お
い
て
も
、

八
三

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
53
号　
　



第
一
次
世
界
大
戦
及
び
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
よ
り
臨
時
の
軍
法
会
議
が
複
数
開
設
さ
れ
て

い
る
（
青
島
守
備
軍
臨
時
軍
法
会
議
、
北
部
沿
海
州
派
遣
隊
臨
時
軍
法
会
議
な
ど
）。
ま

た
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
常
備
師
団
が
逐
次
増
設
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
師
管
軍
法

会
議
が
開
設
さ
れ
た
。 

大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
四
月
、
陸
軍
軍
法
会
議
法
（
法
律
第
八
五
号
）
が
公
布
、

翌
年
施
行
さ
れ
た
。
陸
軍
治
罪
法
の
大
改
正
で
あ
っ
た
。
主
な
改
正
点
は
、
弁
論
公
開

の
原
則
の
採
用
、
弁
護
人
制
度
の
導
入
、
上
告
・
非
常
上
告
制
度
の
導
入
等
で
あ
る
。

同
法
の
定
め
た
訴
訟
手
続
き
は
、
翌
年
制
定
公
布
さ
れ
た
一
般
の
刑
事
訴
訟
法
と
整
合

性
が
図
ら
れ
て
お
り
、
近
代
的
裁
判
制
度
へ
と
移
行
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
12

。

た
だ
し
、
こ
れ
は
常
設
軍
法
会
議
だ
け
で
あ
り
、
一
方
の
特
設
軍
法
会
議
は
、
弁
護
人

を
認
め
ず
（
第
九
三
条
）、
裁
判
は
非
公
開
（
第
四
一
七
条
）、
上
告
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
（
第
四
一
八
条
）。
戦
時
・
事
変
下
の
特
設
軍
法
会
議
は
「
極
度
迄
軍
ノ
利
益
ヲ
慮

ル
ノ
要
」
が
あ
り
13

、
こ
れ
に
よ
り
迅
速
性
が
求
め
ら
れ
た
た
め
、
簡
易
な
訴
訟
手
続

き
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
陸
軍
軍
法
会
議
法
の
制
定
に
よ
り
、
常
設
軍
法
会
議
は
、
高
等
軍
法
会
議
、
軍

軍
法
会
議
、
師
団
軍
法
会
議
と
し
、
特
設
軍
法
会
議
は
、
合
囲
地
軍
法
会
議
、
臨
時
軍

法
会
議
と
さ
れ
た
。
常
設
軍
法
会
議
は
平
時
及
び
戦
時
に
お
い
て
設
置
さ
れ
、
特
設
軍

法
会
議
は
、
戦
時
や
事
変
に
際
し
て
必
要
に
よ
り
特
設
さ
れ
た
（
第
九
条
）。
高
等
軍
法

会
議
が
扱
っ
た
の
は
、
陸
軍
の
将
官
、
勅
任
文
官
な
ど
に
対
す
る
被
告
事
件
、
及
び
上

告
、
非
常
上
告
の
事
件
で
あ
る
（
第
一
一
条
）。
将
官
以
外
の
将
校
や
下
士
官
、
兵
な
ど

の
始
審
の
裁
判
は
、
高
等
軍
法
会
議
以
外
の
軍
法
会
議
で
扱
っ
た
。
各
軍
法
会
議
が
管

轄
す
る
事
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
法
会
議
長
官
（
陸
軍
大
臣
、
軍
司
令
官
、
師
団
長
そ

の
他
軍
法
会
議
が
設
置
さ
れ
た
部
隊
ま
た
は
地
域
の
司
令
官
を
指
す
）
の
指
揮
・
監
督

権
を
受
け
る
者
が
起
こ
し
た
事
件
や
、
管
轄
下
の
部
隊
・
地
域
に
あ
る
事
件
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
軍
法
会
議
は
事
件
の
多
少
や
、
軍
事
上
の
必
要
性
な
ど
を
参
酌
し
て
、
一

定
の
部
隊
ま
た
は
地
域
に
設
置
さ
れ
た
。
裁
判
権
と
司
令
権
は
、
そ
の
範
囲
を
一
致
さ

せ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
独
立
し
て
行
動
す
る
最
上
位
の
軍
の
部
隊
に

軍
法
会
議
を
設
置
す
る
こ
と
が
本
則
と
さ
れ
た
14

。
な
お
、
従
来
の
師
管
軍
法
会
議
は
、

師
団
軍
法
会
議
と
名
称
を
変
更
し
て
い
る
。 

明
治
か
ら
大
正
と
、
こ
れ
ま
で
拡
張
の
一
途
で
あ
っ
た
軍
備
は
、
大
正
一
四
年
に
軍

備
縮
小
へ
と
転
換
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
宇
垣
軍
縮
」
で
あ
る
。
同
年
、
第
十
三
師
団
な

ど
四
個
師
団
が
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
と
同
時
に
当
該
師
団
軍
法
会
議
も
廃
止
と
な
り
、
後

継
軍
法
会
議
が
指
定
さ
れ
事
務
が
引
き
継
が
れ
た
。 

昭
和
一
一
年
、
い
わ
ゆ
る
二
・
二
六
事
件
が
起
こ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
陸
軍
軍
法

会
議
は
、
同
事
件
の
み
を
対
象
と
す
る
東
京
陸
軍
軍
法
会
議
が
緊
急
勅
令
（
同
年
勅
令

第
二
一
号
東
京
陸
軍
軍
法
会
議
ニ
関
ス
ル
件
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
。
陸
軍
軍
法
会
議

法
に
い
う
特
設
軍
法
会
議
に
は
当
た
ら
な
い
が
、
同
勅
令
六
条
に
よ
り
特
設
軍
法
会
議

と
み
な
さ
れ
た
15

。 

昭
和
一
二
年
頃
よ
り
、
大
正
期
の
軍
備
縮
小
か
ら
一
転
し
て
、
特
設
の
臨
時
軍
法
会

議
が
相
次
い
で
開
設
さ
れ
、
軍
法
会
議
も
戦
時
体
制
へ
対
応
す
る
た
め
に
た
び
た
び
改

編
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
主
な
事
柄
に
、
ま
ず
昭
和
一
五
年
に
内
地
の
師
団
軍
法
会
議

は
、
そ
の
所
在
地
名
を
冠
し
て
呼
称
す
る
こ
と
に
な
り
、
例
え
ば
第
二
師
団
軍
法
会
議

は
仙
台
師
団
軍
法
会
議
と
な
っ
た
。 

昭
和
一
六
年
に
は
、「
軍
司
法
実
践
の
経
験
に
鑑
み
従
来
の
法
制
を
以
て
は
到
底
軍
法

会
議
の
運
営
に
完
璧
を
期
し
得
な
い
様
に
至
」
り
16

、
改
革
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

同
年
四
月
、
常
設
の
軍
軍
法
会
議
（
東
部
・
中
部
・
西
部
・
北
部
の
各
軍
）
が
新
設
さ

れ
、
特
設
の
軍
法
会
議
は
合
囲
地
及
び
臨
時
軍
法
会
議
と
な
っ
た
。
以
降
、
昭
和
二
〇

年
ま
で
毎
年
、
拡
大
す
る
戦
線
に
対
応
す
る
た
め
に
臨
時
軍
法
会
議
が
増
設
さ
れ
て
い

る
。 昭

和
一
九
年
七
月
、
高
等
軍
法
会
議
を
除
い
た
常
設
軍
法
会
議
は
全
て
閉
鎖
さ
れ
、

八
四

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
53
号　
　



特
設
軍
法
会
議
に
改
編
さ
れ
た
17

。
こ
れ
に
よ
り
師
団
軍
法
会
議
の
所
在
地
に
は
、
師

団
法
廷
・
師
団
分
廷
を
設
置
し
て
い
る
。 

昭
和
二
〇
年
一
月
、
従
来
の
東
部
・
中
部
・
西
部
・
北
部
・
朝
鮮
・
台
湾
の
各
軍
臨

時
軍
法
会
議
は
、
そ
れ
ぞ
れ
軍
管
区
臨
時
軍
法
会
議
と
名
称
を
変
更
し
、
同
年
四
月
か

ら
は
内
地
、
朝
鮮
、
台
湾
所
在
の
軍
管
区
臨
時
軍
法
会
議
分
廷
で
あ
る
師
団
法
廷
は
、

師
管
区
法
廷
と
名
称
変
更
を
し
た
。 

そ
し
て
昭
和
二
〇
年
の
終
戦
に
よ
り
、
軍
は
解
体
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
内
外

地
に
所
在
し
た
陸
軍
軍
法
会
議
は
逐
次
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

ま
ず
、
同
年
一
一
月
末
を
も
っ
て
、
内
地
に
所
在
し
た
軍
法
会
議
は
全
て
廃
止
と
な

る
。
一
方
で
、
復
員
業
務
遂
行
上
の
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
同
年
一
二
月
一
日
に
新
た

に
第
一
復
員
高
等
裁
判
所
及
び
第
一
復
員
地
方
裁
判
所
が
開
設
さ
れ
、
廃
止
と
な
っ
た

内
地
の
軍
法
会
議
は
所
在
地
の
復
員
地
方
裁
判
所
へ
切
り
替
え
ら
れ
た
。
こ
の
復
員
地

方
裁
判
所
も
昭
和
二
一
年
五
月
一
八
日
の
勅
令
に
よ
り
廃
止
、
同
勅
令
の
附
則
に
よ
り

後
継
裁
判
所
に
各
地
方
裁
判
所
検
事
局
が
指
定
さ
れ
、
そ
の
業
務
を
引
継
い
だ
18

。
た

だ
し
、
復
員
が
完
了
し
て
い
な
い
外
地
の
軍
法
会
議
は
、
内
地
に
帰
還
し
復
員
が
完
結

す
る
ま
で
は
存
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
二
二
年
五
月
三
日
の
日
本
国

憲
法
施
行
に
よ
り
、
特
別
裁
判
所
の
設
置
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
同
月
一
七

日
公
布
、
政
令
第
五
二
号
「
陸
軍
刑
法
を
廃
止
す
る
等
の
件
」
に
よ
り
、
外
地
に
現
存

し
た
軍
法
会
議
は
一
切
廃
止
さ
れ
、
陸
軍
軍
法
会
議
は
そ
の
役
目
を
終
え
た
。
な
お
、

昭
和
二
二
年
五
月
三
日
以
降
、
外
地
に
お
い
て
犯
し
た
未
復
員
者
の
犯
罪
処
理
に
つ
い

て
は
、
一
般
犯
罪
処
理
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。 

以
上
が
、
陸
軍
軍
法
会
議
の
沿
革
の
概
略
で
あ
る
。
軍
法
会
議
と
言
っ
て
も
、
こ
れ

だ
け
多
数
設
置
さ
れ
て
お
り
、
同
一
部
隊
の
軍
法
会
議
は
時
期
に
よ
っ
て
名
称
が
異
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
軍
法
会
議
の
沿
革
情
報
は
、
文
書
を
探
す
際
の
手
が
か
り
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

な
お
、
昭
和
二
一
年
五
月
一
八
日
に
後
継
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
た
各
地
方
裁
判
所
検

事
局
は
、
現
在
は
各
地
方
検
察
庁
と
な
っ
て
お
り
、
館
へ
移
管
さ
れ
る
前
に
「
軍
法
会

議
関
係
文
書
」
を
保
有
し
て
い
た
の
は
同
庁
で
あ
る
。 

 

二二
．．
二二  

海海
軍軍
軍軍
法法
会会
議議
のの
沿沿
革革  

 

次
に
、
海
軍
軍
法
会
議
の
沿
革
で
あ
る
。
適
宜
、
表
２
「
海
軍
軍
法
会
議
の
変
遷
及

び
文
書
管
理
規
程
の
変
遷
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

軍
法
会
議
の
起
源
は
前
節
の
陸
軍
軍
法
会
議
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
海
軍
軍

法
会
議
の
始
ま
り
は
、
明
治
五
年
二
月
二
七
日
に
兵
部
省
は
陸
海
軍
両
省
に
分
立
、
海

軍
省
の
下
に
糺
問
掛
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
同
年
一
〇
月
一
三
日
に
海
軍
裁
判
所

と
な
り
、
明
治
八
年
に
は
横
須
賀
に
そ
の
出
張
所
が
置
か
れ
た
19

。 

明
治
一
七
年
に
海
軍
裁
判
所
は
廃
止
さ
れ
、
海
軍
治
罪
法
（
太
政
官
布
告
第
八
号
）

の
制
定
に
よ
り
、
海
軍
軍
法
会
議
は
、
東
京
軍
法
会
議
、
鎮
守
府
軍
法
会
議
、
艦
隊
軍

法
会
議
、
合
囲
地
軍
法
会
議
の
四
種
類
と
し
、
常
設
は
東
京
軍
法
会
議
と
鎮
守
府
軍
法

会
議
、
艦
隊
軍
法
会
議
と
合
囲
地
軍
法
会
議
は
臨
時
と
規
定
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
東

海
鎮
守
府
に
鎮
守
府
軍
法
会
議
が
設
置
さ
れ
た
。
同
年
、
東
海
鎮
守
府
は
横
須
賀
へ
移

転
し
横
須
賀
鎮
守
府
と
な
る
。
明
治
二
二
年
に
は
、
呉
鎮
守
府
及
び
佐
世
保
鎮
守
府
の

開
庁
に
伴
い
軍
法
会
議
が
設
置
さ
れ
、
明
治
三
四
年
に
は
舞
鶴
鎮
守
府
開
庁
に
伴
い
軍

法
会
議
が
設
置
さ
れ
た
。 

こ
の
海
軍
治
罪
法
が
明
治
二
二
年
に
改
正
さ
れ
（
法
律
第
五
号
）、
海
軍
軍
法
会
議
の

構
成
は
、
東
京
軍
法
会
議
、
鎮
守
府
軍
法
会
議
、
艦
隊
軍
法
会
議
、
高
等
軍
法
会
議
、

合
囲
地
軍
法
会
議
と
な
り
、
東
京
軍
法
会
議
、
鎮
守
府
軍
法
会
議
は
常
設
、
そ
れ
以
外

は
臨
時
と
規
定
さ
れ
た
。 

明
治
二
七
年
か
ら
の
日
清
戦
争
で
は
、
旅
順
口
海
軍
根
拠
地
臨
時
海
軍
軍
法
会
議
を 

八
五

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
53
号　
　



   
 

年 M5-17 M17-M22 M22 T11 S18-S20
関連事項 海軍治罪法制定 海軍治罪法改正 海軍軍法会議法施行 特設軍法会議の増設

海軍裁判所 東京軍法会議 高等軍法会議 高等軍法会議 高等軍法会議
東海鎮守府軍法会議
→横須賀鎮守府軍法会議

東京軍法会議 東京軍法会議 東京軍法会議

横須賀鎮守府軍法会議 横須賀鎮守府軍法会議 横須賀鎮守府軍法会議
呉鎮守府軍法会議 呉鎮守府軍法会議 呉鎮守府軍法会議
佐世保鎮守府軍法会議 佐世保鎮守府軍法会議 佐世保鎮守府軍法会議
舞鶴鎮守府軍法会議 舞鶴鎮守府軍法会議 舞鶴鎮守府軍法会議

馬公要港部軍法会議
馬公警備府軍法会議
→高雄警備府軍法会議

鎮海要港部軍法会議 大湊警備府軍法会議
旅順要港部軍法会議 鎮海警備府軍法会議
第一艦隊軍法会議 大阪警備府軍法會議
第三艦隊軍法会議
→第二艦隊軍法会議

連合艦隊軍法會議

第一艦隊軍法会議
第二艦隊軍法会議
第三艦隊軍法會議
第四艦隊軍法會議
第五艦隊軍法会議
第六艦隊軍法会議
第七艦隊軍法会議
第八艦隊軍法会議
第九艦隊軍法会議
第一南遣艦隊軍法会議
第二南遣艦隊軍法会議
第三南遣艦隊軍法会議
第四南遣艦隊軍法会議
第十方面艦隊軍法会議
支那方面艦隊軍法会議
第二遣支艦隊軍法会議
第三遣支艦隊軍法会議
中部太平洋方面艦隊軍法会議
北東方面艦隊軍法会議
南⻄方面艦隊軍法会議
南東方面艦隊軍法会議
第十一航空艦隊軍法会議
第十二航空艦隊軍法会議
第十三航空艦隊軍法会議
第十四航空艦隊軍法会議
第一海上護衛隊艦隊軍法会議
海南警備府臨時軍法会議
第十一根拠地隊臨時軍法会議
第二十二特別根拠地隊臨時軍法会議
第二十三特別根拠地隊臨時軍法会議
第二十五特別根拠地隊臨時軍法会議
第二十九警備隊臨時軍法会議

文書管理規程
等

海軍治罪法
（明治17年3月21日布告第8
号）

海軍治罪法改正
（明治22年2月12日法律第5
号）

軍法会議書類保存規程
（明治33年6月18日達第115
号）
・永久保存：判決書などの裁
判の原本、執行に関する書類
簿冊、訴訟事件の顛末を記載
した簿冊など
・有期保存（6か月から25
年）：検察書類、審問書類、
判決書類

海軍軍法会議法
（大正10年4月25日法律第91号）

軍法会議書類保存規程
（大正11年4月1日達第57号）
・永久保存：裁判書、執行に関する書類簿冊、訴訟事件の顛末を記
載した簿冊など
・有期保存（10年、30年）：訴訟書類など

表2 海軍軍法会議の変遷及び文書管理規程の変遷
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設
置
、
明
治
三
七
年
か
ら
の
日
露
戦
争
で
は
、
佐
世
保
及
び
竹
敷
に
海
軍
合
囲
地
軍
法

会
議
、仮
根
拠
地
防
備
隊
臨
時
海
軍
軍
法
会
議
、旅
順
口
鎮
守
府
臨
時
海
軍
軍
法
会
議
、

馬
公
海
軍
合
囲
地
軍
法
会
議
が
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
た
20

。 

大
正
一
一
年
に
海
軍
軍
法
会
議
法
（
法
律
第
九
一
号
）
が
施
行
さ
れ
、
常
設
の
軍
法

会
議
は
、
高
等
軍
法
会
議
、
東
京
軍
法
会
議
、
鎮
守
府
軍
法
会
議
、
要
港
部
軍
法
会
議

と
し
、
特
設
の
軍
法
会
議
は
、
艦
隊
軍
法
会
議
、
合
囲
地
軍
法
会
議
、
臨
時
軍
法
会
議

と
さ
れ
た
（
第
八
条
、
第
九
条
）。
高
等
軍
法
会
議
は
、
海
軍
の
将
官
、
勅
任
文
官
な
ど

に
対
す
る
被
告
事
件
及
び
、
上
告
、
非
常
上
告
の
事
件
を
扱
っ
た
（
第
一
一
条
）。
東
京

軍
法
会
議
は
、
鎮
守
府
、
要
港
部
、
艦
隊
、
臨
時
の
各
軍
法
会
議
の
管
轄
に
属
す
る
以

外
の
事
件
を
扱
っ
た
（
第
一
二
条
）。
艦
隊
軍
法
会
議
は
必
要
に
よ
り
特
設
し
、
合
囲
地

軍
法
会
議
は
戒
厳
の
宣
告
が
あ
っ
た
と
き
の
合
囲
地
境
に
特
設
、
臨
時
軍
法
会
議
は
戦

時
事
変
に
際
し
て
必
要
に
よ
り
海
軍
の
部
隊
に
特
設
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
こ

の
海
軍
軍
法
会
議
法
を
受
け
、第
一
艦
隊
及
び
第
三
艦
隊（
そ
の
後
第
二
艦
隊
と
改
称
）

に
軍
法
会
議
が
置
か
れ
、
馬
公
、
鎮
海
、
旅
順
の
各
要
港
部
に
軍
法
会
議
が
置
か
れ
た
21

。 

昭
和
に
入
り
、
昭
和
一
六
年
一
一
月
に
馬
公
、
大
湊
、
鎮
海
、
旅
順
の
各
要
港
部
は

警
備
府
に
改
編
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
旅
順
警
備
府
に
は
定
員
が
置
か
れ
ず
、
翌
年
実
質

的
に
廃
止
さ
れ
た
。 

日
米
開
戦
後
は
、
海
軍
軍
法
会
議
に
お
い
て
も
戦
況
に
対
応
す
る
た
め
、
特
設
軍
法

会
議
が
増
設
さ
れ
た
。
昭
和
一
八
年
春
に
は
、
特
設
軍
法
会
議
は
戦
線
拡
大
に
伴
い
全

一
九
庁
（
う
ち
艦
隊
軍
法
会
議
は
一
八
庁
、
臨
時
軍
法
会
議
が
一
庁
）
で
あ
っ
た
22

。

な
お
、
表
２
に
掲
げ
た
昭
和
一
八
年
か
ら
昭
和
二
〇
年
の
終
戦
ま
で
に
設
置
さ
れ
て
い

た
海
軍
軍
法
会
議
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
「
官
報
」、「
海
軍
広
報
」
な
ど
か
ら
確
認
し

て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
23

。
常
設
軍
法
会
議
が
一
〇
庁
、
特
設
軍
法
会
議
の
艦
隊
軍

法
会
議
が
二
七
庁
、
臨
時
軍
法
会
議
が
六
庁
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

終
戦
後
、
ま
ず
昭
和
二
〇
年
一
一
月
末
を
も
っ
て
常
設
軍
法
会
議
（
高
雄
警
備
府
軍

法
会
議
は
除
く
）は
全
て
廃
止
さ
れ
、同
年
一
二
月
三
日
の
二
復
告
示
第
一
号
に
よ
り
、

廃
止
さ
れ
た
海
軍
軍
法
会
議
の
後
継
裁
判
所
が
指
定
さ
れ
た
24

。
高
等
軍
法
会
議
は
第

二
復
員
高
等
裁
判
所
、
東
京
軍
法
会
議
は
東
京
復
員
裁
判
所
、
各
鎮
守
府
軍
法
会
議
は

各
第
二
復
員
地
方
裁
判
所
へ
と
業
務
が
引
き
継
が
れ
た
。
こ
の
復
員
地
方
裁
判
所
も
、

昭
和
二
一
年
五
月
一
八
日
に
公
布
さ
れ
た
勅
令
に
よ
り
廃
止
さ
れ
、
同
勅
令
の
附
則
に

よ
り
、
後
継
裁
判
所
は
当
該
復
員
裁

判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
各
地

方
裁
判
所
検
事
局
が
指
定
さ
れ
た
。

 

以
上
の
海
軍
軍
法
会
議
の
業
務

及
び
書
類
を
引
き
継
い
だ
後
継
機

関
を
ま
と
め
る
と
表
３
の
と
お
り

で
あ
る
。
な
お
、
表
３
に
記
載
が
な

い
艦
隊
軍
法
会
議
の
業
務
及
び
書

類
が
ど
こ
へ
引
き
継
が
れ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
書
類
に
つ
い
て

は
、「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
の
う
ち

東
京
地
方
検
察
庁
が
保
有
し
て
い

た
分
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
た
め
、
東
京
刑
事
地
方
裁

判
所
検
事
局
へ
引
き
継
が
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
。
臨
時
軍
法
会
議

の
書
類
の
保
管
は
、
大
正
一
一
年
制

定
の
「
軍
法
會
議
書
類
保
存
規
程
」25

に
よ
り
東
京
軍
法
会
議
が
指
定
さ

れ
て
い
る
た
め
、
東
京
軍
法
会
議
か

海軍軍法会議 後継機関①（S20.12〜） 後継機関②（S21.5〜）

高等軍法会議 第二復員高等裁判所
大審院、東京刑事地方裁判
所検事局

東京軍法会議 東京復員裁判所 東京刑事地方裁判所検事局
横須賀鎮守府軍法会議 横須賀第二復員地方裁判所 横浜地方裁判所検事局
呉鎮守府軍法会議 呉第二復員地方裁判所 広島地方裁判所検事局
佐世保鎮守府軍法会議 佐世保第二復員地方裁判所 ⻑崎地方裁判所検事局
舞鶴鎮守府軍法会議 舞鶴第二復員地方裁判所 京都地方裁判所検事局
大湊警備府軍法会議 大湊第二復員地方裁判所 ⻘森地方裁判所検事局
大阪警備府軍法会議 大阪第二復員地方裁判所 大阪地方裁判所検事局

表3 海軍軍法会議の業務及び書類の引継ぎ機関
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ら
東
京
復
員
裁
判
所
へ
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
後
、
昭
和
二
二
年
五
月
三
日
の
日
本
国
憲
法
施
行
に
よ
り
、
特
別
裁
判
所
の
設

置
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
海
軍
軍
法
会
議
は
役
目
を
終
え
た
。 

  

三三  

軍軍
法法
会会
議議
のの
文文
書書
管管
理理
規規
程程
にに
つつ
いい
てて  

 

第
三
章
で
は
、
作
成
さ
れ
た
文
書
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
、
軍
法
会
議
の
文

書
取
扱
に
関
す
る
規
程
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
ま
ず
陸
軍
軍
法
会
議
の
文
書
取
扱
に
関

す
る
規
程
を
概
観
し
、
第
四
章
で
現
在
館
が
保
存
す
る
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
を
分

析
し
て
い
く
必
要
上
、
陸
軍
省
保
管
の
も
の
に
つ
い
て
も
み
て
い
く
。
そ
の
次
に
、
海

軍
軍
法
会
議
の
文
書
取
扱
に
関
す
る
規
程
を
み
て
い
く
。 

 

三三
．．
一一  

陸陸
軍軍
軍軍
法法
会会
議議
のの
文文
書書
管管
理理
規規
程程  

 

陸
軍
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
軍
法
会
議
の
訴
訟
手
続
き
を

定
め
た
陸
軍
治
罪
法
、
陸
軍
軍
法
会
議
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
陸
軍
軍
法
会
議

の
沿
革
と
文
書
管
理
規
程
の
変
遷
は
、
図
１-

１
、
２
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

ま
ず
、
明
治
一
六
年
制
定
の
陸
軍
治
罪
法
上
で
規
定
さ
れ
た
作
成
文
書
は
、
陸
軍
検

察
（
第
四
章
）、
審
問
（
第
五
章
）、
判
決
（
第
六
章
）
の
各
手
続
き
の
段
階
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
た
。陸
軍
検
察
で
は
、現
行
犯
逮
捕
し
た
犯
罪
人
の
訊
問
調
書（
第
三
四
条
）、

審
問
で
は
臨
検
家
宅
捜
索
物
件
押
収
の
処
分
調
書
（
第
四
六
条
）、
被
告
人
・
証
人
の
訊

問
調
書
（
第
四
九
条
）、
鑑
定
書
（
第
五
〇
条
）、
判
決
で
は
判
決
書
（
第
六
五
条
）
を

作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。こ
の
第
六
五
条
で
規
定
し
た
判
決
書
が
す
な
わ
ち「
判

決
原
本
」
と
な
る
。
同
条
で
は
、
判
士
は
事
実
と
法
律
に
よ
り
判
決
書
を
作
成
し
、
判

士
長
、
判
士
、
録
事
は
署
名
捺
印
を
す
る
。
有
罪
の
判
決
書
に
は
、
犯
罪
の
証
拠
、
該

当
す
る
法
令
、
被
告
人
の
官
位
勲
等
、
隊
号
、
職
名
、
氏
名
、
族
籍
、
年
齢
、
住
所
、

判
決
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
、
明
治
二
二
年
に
改
正
さ
れ
た
陸

軍
治
罪
法
に
お
い
て
も
、
作
成
す
る
文
書
は
同
じ
で
あ
る
。 

続
い
て
大
正
一
一
年
の
陸
軍
軍
法
会
議
法
で
規
定
さ
れ
た
作
成
文
書
で
あ
る
。
陸
軍

治
罪
法
で
は
作
成
文
書
は
各
章
の
手
続
き
ご
と
に
分
か
れ
て
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
陸

軍
軍
法
会
議
法
で
は
「
第
四
節 

書
類
」（
第
一
〇
六
条
～
第
一
二
七
条
）
と
い
う
項
目

が
設
け
ら
れ
、
被
告
人
、
証
人
、
鑑
定
人
、
通
事
ま
た
は
翻
訳
人
の
取
り
調
べ
の
調
書

（
第
一
〇
八
条
）、
検
証
、
押
収
又
は
捜
索
の
調
書
（
第
一
〇
九
条
）、
公
判
調
書
（
第

一
一
二
条
）、
裁
判
書
（
第
一
一
七
条
）
と
、
ま
と
め
て
列
挙
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の

書
類
は
、
陸
軍
軍
法
会
議
法
で
は
「
訴
訟
ニ
関
ス
ル
書
類
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
こ
の

う
ち
「
裁
判
書
」
と
は
、
裁
判
の
内
容
を
記
載
し
た
処
分
証
書
の
こ
と
で
あ
り
、
裁
判

の
種
類
に
よ
り
「
判
決
書
」
と
、「
決
定
書
」
及
び
「
命
令
書
」
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。「
判
決
書
」
と
は
、
成
立
し
た
裁
判
を
外
部
的
に
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
た
26

。「
裁
判
書
」
に
つ
い
て
は
同
法
第
一
一
七
条
か
ら
第
一
二
〇
条
で
規
定
し
て

お
り
、
記
載
す
る
内
容
は
、「
裁
判
書
ニ
ハ
別
段
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
裁
判
ヲ

受
ク
ル
者
ノ
氏
名
、
年
齢
、
職
業
及
住
居
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ 

判
決
書
ニ
ハ
前
項
ニ
記
載

シ
タ
ル
事
項
ノ
外
公
判
ニ
干
與
シ
タ
ル
檢
察
官
ノ
官
氏
名
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ
」
と
さ
れ
た

（
第
一
二
〇
条
）。 

な
お
、
特
設
軍
法
会
議
に
つ
い
て
は
同
法
第
一
二
七
条
に
お
い
て
、「
特
設
軍
法
會
議

ニ
於
テ
審
判
ス
ヘ
キ
事
件
ノ
書
類
ニ
付
テ
ハ
本
節
ノ
規
定
ニ
依
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と

あ
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
特
設
軍
法
会
議
は
迅
速
性
が
求
め
ら
れ
た
た
め
、

簡
易
な
訴
訟
手
続
き
を
可
能
と
す
る
よ
う
に
、
作
成
す
る
文
書
に
つ
い
て
も
常
設
軍
法

会
議
と
は
別
の
取
り
扱
い
と
な
っ
て
い
た
。 

次
に
、
陸
軍
軍
法
会
議
で
作
成
し
た
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
保
存
に
関
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す
る
規
程
は
管
見
の
限
り
、昭
和
一
七
年
制
定「
陸
軍
軍
法
會
議
訴
訟
書
類
保
存
規
程
」

と
、
こ
れ
が
一
部
改
正
さ
れ
た
昭
和
一
九
年
の
規
程
の
み
で
あ
る
。 

昭
和
一
七
年
制
定
の
「
陸
軍
軍
法
會
議
訴
訟
書
類
保
存
規
程
」
の
第
一
条
で
は
、
陸

軍
軍
法
会
議
の
訴
訟
書
類
に
つ
い
て
言
渡
し
た
刑
の
種
類
に
よ
り
、
以
下
の
保
存
期
間

が
定
め
ら
れ
た
27

。
ま
た
、
第
五
条
で
は
、
永
久
保
存
は
判
決
原
本
な
ど
と
さ
れ
た
。 

 

第
一
條 

軍
法
會
議
ノ
訴
訟
書
類
ハ
事
件
ニ
付
言
渡
シ
タ
ル
刑
ノ
種
類
ニ
從
ヒ

左
ノ
區
分
ニ
依
リ
之
ヲ
保
存
ス
ベ
シ
但
シ
刑
ノ
時
効
完
成
シ
タ
ル
場
合

ニ
於
テ
ハ
其
ノ
完
成
後
一
年
間
之
ヲ
保
存
ス
ベ
シ 

 
 
 
 

一 

死
刑 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
年 

 
 
 
 

二 

無
期
ノ
懲
役
又
ハ
禁
錮 

 
 
 
 
 
 
 

二
十
年 

 
 
 
 

三 

十
年
以
上
ノ
有
期
ノ
懲
役
又
ハ
禁
錮 

 
 

十
五
年 

 
 
 
 

四 

三
年
以
上
十
年
未
満
ノ
懲
役
又
ハ
禁
錮 
 
十
年 

 
 
 
 

五 

三
年
未
満
ノ
懲
役
又
ハ
禁
錮 

 
 
 
 
 

五
年 

 
 
 
 

六 

罰
金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
年 

 
 
 
 

七 

拘
留
又
ハ
科
料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
年 

〔
中
略
〕 

第
五
條 

左
ニ
掲
グ
ル
裁
判
ノ
原
本
ハ
永
久
ニ
之
ヲ
保
存
ス
ベ
シ 

一 

判
決 

二 

刑
法
第
五
十
二
條
又
ハ
第
五
十
八
條
ノ
規
定
ニ
依
リ
刑
ヲ
定
ム
ル
決
定
28 

三 

刑
ノ
執
行
猶
豫
ノ
言
渡
取
消
ノ
決
定 

 

本
規
程
で
は
、「
判
決
原
本
」
を
含
ま
な
い
「
訴
訟
書
類
」
と
、「
判
決
原
本
」
の
保

存
期
間
は
分
け
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
訴
訟
書
類
」
と
は
、
前
述
し
た

訴
訟
に
関
す
る
書
類
で
あ
る
。
た
だ
し
、
保
存
期
間
満
了
後
で
あ
っ
て
も
、
特
に
保
存

の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
が
あ
る
場
合
や
、
重
要
な
事
件
で
あ
り
後
日
の
参

考
と
な
る
事
件
の
書
類
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
保
存
を
し
、
特
別
に
保
管
を
要
す
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
陸
軍
省
で
保
管
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
九
条
、
第
一
〇
条
）。 

同
規
程
に
よ
り
、「
判
決
原
本
」
以
外
は
保
存
期
間
が
定
め
ら
れ
た
と
は
い
え
、
終
戦

ま
で
あ
と
三
年
余
り
で
あ
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
作
成
さ
れ
た
多
く
の
文
書
が
保
存
期
間

満
了
前
に
、
終
戦
を
迎
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
軍
法
会
議
の
業
務
は
終
戦
後

も
継
続
し
て
お
り
、
業
務
を
引
き
継
い
だ
後
継
裁
判
所
へ
は
同
規
程
制
定
前
に
作
成
さ

れ
た
文
書
を
含
め
、
多
く
の
文
書
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
軍
法
会
議
の
判
決
は
人
事

や
恩
給
に
も
関
係
す
る
内
容
で
も
あ
っ
た
た
め
、
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
は
残
さ
れ

る
べ
く
し
て
残
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
れ
ら
の
陸
軍
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
て

い
っ
た
の
か
を
、
こ
こ
で
確
認
し
た
い
。
前
述
し
て
き
た
と
お
り
、
陸
軍
軍
法
会
議
が

廃
止
と
な
っ
た
あ
と
は
、
第
一
高
等
復
員
裁
判
所
及
び
第
一
復
員
地
方
裁
判
所
へ
切
り

替
え
ら
れ
、
第
一
復
員
裁
判
所
廃
止
後
は
、
各
地
方
裁
判
所
検
事
局
が
後
継
裁
判
所
と

し
て
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
第
一
復
員
裁
判
所
か
ら
各
地
方
裁
判
所
検
事
局
へ
事
務
を
引

き
継
ぐ
際
、
第
一
復
員
省
か
ら
詳
細
に
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
29

。
こ
れ
に
よ
る
と
、

「
後
継
裁
判
所
へ
の
事
務
引
継
に
関
し
て
は
左
記
要
領
に
依
り
準
備
せ
ら
れ
萬
遺
憾
な

き
を
期
せ
ら
れ
度
」
と
し
、
書
類
の
引
き
継
ぎ
に
つ
い
て
は
、「
事
件
記
録
及
判
決
原
本

は
起
訴
、
不
起
訴
に
犯
人
の
氏
名
、
刑
期
身
分
、
所
属
等
を
記
載
し
た
る
目
録
を
作
成

引
継
を
為
す
こ
と
」
と
さ
れ
、
こ
れ
以
外
で
も
司
法
行
政
事
務
、
処
理
未
済
事
件
、
刑

の
執
行
、
勲
章
褫
奪
手
続
未
済
、
恩
赦
事
務
の
各
項
で
、
引
き
継
ぎ
に
必
要
な
目
録
を

作
成
し
て
全
て
引
き
継
ぎ
を
す
る
よ
う
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

第
一
復
員
裁
判
所
か
ら
事
務
を
引
き
継
い
だ
各
地
方
裁
判
所
検
事
局
は
、
昭
和
二
二

年
五
月
三
日
の
検
察
庁
法
施
行
に
伴
い
、
東
京
刑
事
地
方
裁
判
所
検
事
局
は
東
京
地
方

検
察
庁
、
そ
の
他
の
各
地
方
裁
判
所
検
事
局
は
各
地
方
検
察
庁
に
名
称
を
改
め
て
発
足

八
九

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て
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し
た
。
以
来
、
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
は
、
館
へ
移
管
さ
れ
る
ま
で
各
地
方
検
察
庁

が
保
有
し
て
き
た
。 

な
お
、
昭
和
一
一
年
に
起
き
た
二
・
二
六
事
件
の
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
に
つ
い

て
は
、
他
の
文
書
と
引
き
継
ぎ
の
経
緯
が
少
し
異
な
る
。
関
連
文
書
は
陸
軍
高
等
軍
法

会
議
で
保
管
後
、
第
一
復
員
高
等
裁
判
所
へ
引
き
継
が
れ
、
昭
和
二
〇
年
一
二
月
一
八

日
、極
東
国
際
軍
事
裁
判
に
必
要
と
の
理
由
か
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ
へ
引
き
渡
さ
れ
た
。そ
の
後
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
昭
和
二
二
年
に
当
時
の
司
法
省
刑
事
局
へ
返
却
さ
れ
、
同
年
九
月
、
復
員

庁
第
一
復
員
局
に
送
付
、
さ
ら
に
同
月
中
に
東
京
地
方
検
察
庁
に
納
め
ら
れ
た
と
の
こ

と
で
あ
る
30

。 

 

三三
．．
二二  

陸陸
軍軍
省省
保保
管管
「「
裁裁
判判
宣宣
告告
報報
告告
」」
のの
概概
要要
及及
びび
陸陸
軍軍
省省
のの
文文
書書
管管
理理
規規
程程  

 

第
四
章
で
現
在
館
が
保
存
す
る
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
を
分
析
す
る
上
で
必
要
で

あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
陸
軍
省
保
管
の
「
裁
判
宣
告
報
告
」
の
概
要
を
確
認
し
、
陸
軍

省
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
保
管
し
て
い
た
か
を
確
認
す
る
。
同
関
係
文
書
の
う
ち
陸
軍

省
に
お
い
て
保
管
し
て
い
た
分
は
全
て
「
裁
判
宣
告
報
告
」
で
あ
り
、
後
述
す
る
と
お

り
「
判
決
原
本
」
と
同
一
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

陸
軍
に
お
け
る
全
て
の
事
務
を
統
括
し
て
い
た
の
は
陸
軍
省
で
あ
り
、
各
所
管
か
ら

日
報
、
月
報
、
年
報
等
に
よ
っ
て
定
期
報
告
が
さ
れ
、
陸
軍
省
で
は
そ
の
報
告
書
を
保

管
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
、
陸
軍
軍
法
会
議
に
お
け
る
判
決
内
容
を
報
告
さ
せ
た
「
裁

判
宣
告
報
告
」
が
あ
る
。「
裁
判
宣
告
報
告
」
は
各
軍
司
令
部
、
師
団
司
令
部
か
ら
陸
軍

大
臣
へ
定
期
報
告
さ
れ
た
。 

陸
軍
省
へ
の
報
告
に
関
す
る
規
程
は
明
治
七
年
が
最
初
で
あ
り
、
明
治
九
年
に
改
正

さ
れ
た
「
報
告
規
則
」
で
初
め
て
報
告
の
書
式
が
定
め
ら
れ
た
31

。
軍
法
会
議
の
判
決

内
容
に
関
す
る
報
告
の
書
式
は
、
被
告
人
の
氏
名
や
官
等
、
所
属
、「
其
方
儀
何
々
ノ
科

ニ
因
リ
何
々
被
仰
付
候
事
」
な
ど
と
罪
名
と
言
い
渡
さ
れ
た
内
容
が
示
さ
れ
、
最
後
に

判
決
日
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
判
決
原
本
」
に
記
載
す
る
内
容
と
変
わ
ら
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
た
び
た
び
改
正
さ
れ
た
報
告
に
関
す
る
規
程
で

変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
軍
法
会
議
の
判
決
内
容
を
省
略
し
た
り
せ
ず
、
全
て
を
報
告
す

る
よ
う
定
め
ら
れ
た
。
明
治
四
一
年
改
正
の
「
陸
軍
報
告
例
」
か
ら
は
、
こ
の
報
告
に

「
罪
名
身
分
氏
名
ヲ
記
シ
タ
ル
目
録
」
を
添
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
32

。 

な
お
、
昭
和
一
六
年
四
月
、
平
時
に
お
け
る
報
告
に
関
す
る
規
程
は
適
用
が
停
止
さ

れ
、
以
後
、「
戰
時
陸
軍
報
告
規
程
」
が
適
用
さ
れ
る
旨
が
通
牒
さ
れ
た
33

。
こ
の
「
戰

時
陸
軍
報
告
規
程
」
に
お
け
る
軍
法
会
議
の
判
決
内
容
に
関
す
る
報
告
は
、「
裁
判
宣
告

年
月
日
」、「
處
断
罪
名
」、「
刑
名
刑
期
又
ハ
金
額
」、「
公
訴
提
起
年
月
日
」、「
起
訴
罪

名
」、「
検
察
官
ノ
求
刑
（
刑
名
刑
期
又
ハ
金
額
）」、「
勾
留
日
數
」、「
被
告
人 

身
分 

氏

名
」
の
表
を
調
整
し
、
こ
れ
に
判
決
書
写
し
ま
た
は
謄
本
二
通
を
氏
名
の
順
序
に
編
綴

し
た
も
の
を
報
告
す
る
よ
う
規
定
さ
れ
た
34

。 

こ
の
よ
う
に
、「
裁
判
宣
告
報
告
」
に
は
、
判
決
文
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
記
載
し
て
い

た
た
め
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
判
決
原
本
」
の
写
し
（
謄
本
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

次
に
、「
裁
判
宣
告
報
告
」
が
ど
の
よ
う
に
陸
軍
省
で
保
管
し
て
い
た
の
か
を
確
認
す

る
た
め
、
陸
軍
省
の
文
書
管
理
規
程
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
陸
軍
で
は
、
明
治
三
五
年

の
時
点
で
は
、
文
書
の
保
存
期
限
は
明
確
に
規
定
し
て
お
ら
ず
、
軍
と
し
て
必
要
と
認

め
る
も
の
は
基
本
的
に
全
て
永
久
保
存
と
し
て
い
た
35

。 

陸
軍
省
で
初
め
て
保
存
期
間
が
定
め
ら
れ
た
の
は
、
明
治
四
三
年
の
「
陸
軍
省
處
務

規
程
」
に
よ
る
36

。
同
規
程
第
四
九
条
で
、
文
書
は
永
久
保
存
、
一
〇
年
保
存
、
三
年

保
存
と
三
つ
に
区
分
さ
れ
、
永
久
保
存
は
御
裁
可
書
や
法
規
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
文

書
な
ど
、「
十
年
以
上
参
照
ニ
資
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
ル
文
書
及
簿
冊
」
と
し
、
軍
法
会

議
に
関
す
る
記
録
も
永
久
保
存
と
な
っ
た
37

。 

こ
こ
で
言
う
軍
法
会
議
に
関
す
る
記
録
と
は
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
か
同
規
程

九
〇

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て
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に
記
載
は
な
い
が
、
考
え
ら
れ
る
の
は
、
陸
軍
の
司
法
行
政
事
務
を
統
括
し
て
い
た
陸

軍
省
法
務
局
作
成
の
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
及
び
各
軍
司
令
部
、
師
団
司
令
部
か
ら

陸
軍
大
臣
へ
定
期
報
告
し
た
「
裁
判
宣
告
報
告
」
で
あ
る
。
戦
後
、
軍
法
会
議
か
ら
後

継
裁
判
所
へ
業
務
引
継
の
際
に
、
戦
災
や
終
戦
時
焼
失
な
ど
に
よ
り
「
判
決
原
本
」
が

無
い
軍
法
会
議
に
つ
い
て
は
、
復
員
局
が
保
管
し
て
い
る
「
判
決
写
」
を
も
っ
て
代
替

し
て
い
る
38

。
復
員
局
の
前
身
は
陸
軍
省
で
あ
り
、「
判
決
写
」
と
は
「
裁
判
宣
告
報
告
」

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
の
軍
法
会
議
に
関
す
る
記
録
に
は
、「
裁
判
宣
告

報
告
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
同
規
程
第
四
八
条
で
は

文
書
を
保
管
す
る
の
は
原
則
、
大
臣
官
房
と
し
て
い
た
た
め
、
軍
法
会
議
に
関
す
る
記

録
も
同
様
の
扱
い
と
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
陸
軍
省
の
文
書
管
理
規
程
は
何
度
か

改
正
さ
れ
た
が
、軍
法
会
議
に
関
す
る
記
録
は
永
久
保
存
と
さ
れ
、変
更
は
な
か
っ
た
。 

 

こ
こ
で
、「
判
決
原
本
」
と
「
裁
判
宣
告
報
告
」
の
二
点
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
そ
れ

ぞ
れ
作
成
さ
れ
た
背
景
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
標
題
も
異
な
っ
て
い
る
が
、
文
書
に

記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は
同
一
で
あ
る
。
例
え
ば
、
特
定
の
事
件
に
関
す
る
判
決
内
容

を
確
認
し
た
い
場
合
、「
判
決
原
本
」
と
「
裁
判
宣
告
報
告
」
の
ど
ち
ら
で
も
確
認
可
能

で
あ
る
。「
判
決
原
本
」
は
各
軍
法
会
議
が
保
管
し
、「
裁
判
宣
告
報
告
」
は
陸
軍
省
が

保
管
し
、
両
者
は
い
ず
れ
も
「
永
久
保
存
」
と
さ
れ
、
多
く
の
文
書
が
軍
法
会
議
廃
止

後
も
後
継
裁
判
所
へ
引
き
継
が
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
情
報
は
、「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」

の
資
料
群
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。 

 

三三
．．
三三  

海海
軍軍
軍軍
法法
会会
議議
のの
文文
書書
管管
理理
規規
程程  

 

次
に
、
海
軍
軍
法
会
議
の
文
書
管
理
規
程
に
つ
い
て
で
あ
る
。
陸
軍
軍
法
会
議
と
同

様
、
海
軍
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
軍
法
会
議
の
訴
訟
手
続
き

を
定
め
た
海
軍
治
罪
法
、
海
軍
軍
法
会
議
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
海
軍
軍
法
会

議
の
沿
革
と
文
書
管
理
規
程
の
変
遷
は
、
表
２
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

海
軍
軍
法
会
議
で
作
成
す
る
文
書
は
明
治
一
七
年
制
定
の
海
軍
治
罪
法
で
定
め
ら
れ
、

海
軍
検
察
（
第
四
章
）、
審
問
（
第
五
章
）、
判
決
（
第
六
章
）
の
各
手
続
き
の
段
階
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
海
軍
検
察
で
は
、
現
行
犯
逮
捕
し
た
犯
罪
人
の
訊
問
調
書
（
第

二
六
条
）、
審
問
で
は
、
捜
索
物
件
押
収
の
処
分
調
書
（
第
四
八
条
）、
被
告
人
・
証
人

の
訊
問
調
書
（
第
五
一
条
）、
鑑
定
書
（
第
五
二
条
）、
判
決
で
は
判
決
書
（
第
七
〇
条
）

を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
有
罪
の
判
決
書
に
は
、
犯
罪
の
証
拠

及
び
そ
の
罪
を
罰
す
べ
き
法
律
の
正
条
を
記
し
、
被
告
人
の
官
位
、
勲
等
、
職
名
、
氏

名
、
族
籍
、
年
齢
、
住
所
、
判
決
年
月
日
を
記
し
、
判
士
長
、
判
士
、
録
事
が
署
名
捺

印
を
し
た
（
第
七
〇
条
）。
な
お
、
明
治
二
二
年
に
改
正
さ
れ
た
海
軍
治
罪
法
に
お
い
て

も
、
作
成
す
る
文
書
は
同
じ
で
あ
る
。 

こ
の
作
成
し
た
文
書
の
文
書
管
理
規
程
は
、
明
治
三
三
年
制
定
の
「
軍
法
會
議
書
類

保
存
規
程
」39
で
あ
り
、
保
存
期
間
が
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
た
。 

 

第
一
條 

檢
察
書
類
審
問
書
類
ハ
其
ノ
処
分
ヲ
中
止
シ
又
ハ
處
分
ヲ
終
リ
タ
ル

日
ヨ
リ
左
ノ
年
月
間
之
ヲ
保
存
ス
ヘ
シ 

一 

違
警
罪
事
件
ニ
付
テ
ハ
六
月 

二 

輕
罪
事
件
ニ
付
テ
ハ
三
年 

三 

重
罪
事
件
ニ
付
テ
ハ
十
年 

〔
中
略
〕 

第
二
條 

判
決
書
類
ハ
判
決
宣
告
ノ
日
ヨ
リ
左
ノ
年
間
之
ヲ
保
存
ス
ヘ
シ 

一 
違
警
罪
事
件
ニ
付
テ
ハ
一
年 

二 

輕
罪
事
件
ニ
付
テ
ハ
七
年 

三 

重
罪
事
件
ニ
付
テ
ハ
二
十
年 

九
一

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
53
号　
　



四 

死
刑
無
期
刑
ニ
處
シ
タ
ル
事
件
ニ
付
テ
ハ
二
十
五
年 

〔
中
略
〕 

第
五
條 

左
ニ
記
載
シ
タ
ル
書
類
簿
冊
ハ
永
久
之
ヲ
保
存
ス
ヘ
シ 

一 

判
決
書
、
言
渡
書
、
命
令
書
其
ノ
他
裁
判
ノ
原
本 

二 

恩
赦
、
減
刑
、
復
權
其
ノ
他
刑
ノ
執
行
ニ
關
ス
ル
書
類
簿
冊 

三 

檢
察
簿
、
審
問
簿
、
判
決
簿
、
其
ノ
他
訴
訟
事
件
ノ
顚
末
ヲ
記
載
シ
タ
ル

簿
冊 

四 

判
決
便
覧 

五 

諸
表 

六 

第
七
條
第
二
項
ニ
ヨ
リ
調
整
ス
ル
目
録 

 

第
一
条
、
第
二
条
で
は
、
検
察
書
類
、
審
問
書
類
、
判
決
書
類
が
、
罪
の
種
類
に
よ

っ
て
六
ヵ
月
か
ら
最
長
二
五
年
の
保
存
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
第
五
条
で
は
判
決

書
、
つ
ま
り
「
判
決
原
本
」
を
始
め
と
し
て
、
裁
判
の
原
本
、
執
行
に
関
す
る
書
類
簿

冊
、
事
件
の
顛
末
を
記
載
し
た
簿
冊
な
ど
が
永
久
保
存
と
さ
れ
た
。
保
存
期
間
を
経
過

し
た
書
類
、
簿
冊
に
つ
い
て
は
、
高
等
軍
法
会
議
に
お
い
て
は
司
法
局
長
、
常
設
軍
法

会
議
に
お
い
て
は
上
席
首
理
、
艦
隊
軍
法
会
議
に
お
い
て
は
艦
隊
副
官
が
、
こ
れ
ら
を

審
査
し
て
適
宜
処
分
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
第
七
条
）。 

続
い
て
大
正
一
一
年
の
海
軍
軍
法
会
議
法
で
は
、
作
成
す
る
文
書
は
陸
軍
軍
法
会
議

法
と
同
じ
で
、「
第
四
節 

書
類
」（
第
一
〇
六
条
～
第
一
二
七
条
）
と
い
う
項
目
が
設

け
ら
れ
、
被
告
人
、
証
人
、
鑑
定
人
、
通
事
ま
た
は
翻
訳
人
の
取
り
調
べ
の
調
書
（
第

一
〇
八
条
）、
検
証
、
押
収
又
は
捜
索
の
調
書
（
第
一
〇
九
条
）、
公
判
調
書
（
第
一
一

二
条
）、
裁
判
書
（
第
一
一
七
条
）
と
、
ま
と
め
て
列
挙
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
書
類

は
、
海
軍
軍
法
会
議
法
で
は
「
訴
訟
ニ
関
ス
ル
書
類
」
と
呼
称
し
て
い
る
。「
裁
判
書
」

に
つ
い
て
は
同
法
第
一
一
七
条
か
ら
第
一
二
〇
条
で
規
定
し
て
お
り
、
記
載
す
る
内
容

は
、「
裁
判
書
ニ
ハ
別
段
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
裁
判
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
氏
名
、
年

齢
、
職
業
及
住
居
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ 

判
決
書
ニ
ハ
前
項
ニ
記
載
シ
タ
ル
事
項
ノ
外
公
判

ニ
干
與
シ
タ
ル
檢
察
官
ノ
官
氏
名
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ
」
と
さ
れ
た
（
第
一
二
〇
条
）。 

こ
の
作
成
し
た
文
書
の
文
書
管
理
規
程
は
、
大
正
一
一
年
制
定
の
「
軍
法
會
議
書
類

保
存
規
程
」40
で
あ
り
、
保
存
期
間
が
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
た
。 

 

第
一
條 

死
刑
、
無
期
又
ハ
短
期
一
年
以
上
ノ
懲
役
若
ハ
禁
錮
ニ
該
ル
罪
ニ
關
ス

ル
訴
訟
書
類
、
簿
冊
ハ
三
十
年
間
之
ヲ
保
存
ス
ヘ
シ 

第
二
條 

前
條
ニ
該
当
セ
サ
ル
罪
ニ
關
ス
ル
訴
訟
書
類
、
簿
冊
及
其
ノ
他
ノ
書
類
、

簿
冊
ハ
十
年
間
之
ヲ
保
存
ス
ヘ
シ 

〔
中
略
〕 

第
四
條 

左
ニ
記
載
シ
タ
ル
書
類
、
簿
冊
ハ
永
久
保
存
ス
ヘ
シ 

一 

裁
判
書 

二 

恩
赦
、
減
刑
、
復
權
其
ノ
他
刑
ノ
執
行
ニ
關
ス
ル
書
類
、
簿
冊 

三 

檢
察
簿
、
豫
審
簿
、
判
決
簿
其
ノ
他
訴
訟
事
件
ノ
顚
末
ヲ
記
載
シ
タ
ル
簿

冊 

四 

判
決
便
覧 

五 

諸
表
及
保
存
期
間
ヲ
經
過
シ
處
分
シ
タ
書
類
、
簿
冊
ノ
目
録 

第
五
條 

臨
時
軍
法
會
議
ノ
書
類
、
簿
冊
ハ
東
京
軍
法
會
議
ニ
於
テ
之
ヲ
保
管
ス 

 

明
治
三
三
年
の
規
程
と
の
違
い
は
、
第
一
条
及
び
第
二
条
で
、
刑
期
で
保
存
期
間
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
最
長
で
三
〇
年
保
存
と
な
っ
て
い
る
。
永
久
保
存
に
関
し
て
は
、

「
判
決
原
本
」
を
始
め
と
し
て
書
類
の
種
類
が
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な

い
。
ま
た
、
第
五
条
で
は
、
臨
時
軍
法
会
議
の
書
類
の
保
管
は
、
東
京
軍
法
会
議
が
指

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
保
存
期
間
を
経
過
し
た
書
類
、
簿
冊
は
、
軍
法
会
議

九
二

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
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主
席
海
軍
法
務
官
が
審
査
を
し
、
廃
棄
処
分
を
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
（
第
六
条
）。 

 
 

 

四四  

「「
軍軍
法法
会会
議議
関関
係係
文文
書書
」」
のの
特特
徴徴  

 

第
四
章
で
は
、
現
在
館
が
保
存
す
る
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
の
特
徴
に
つ
い
て
み

て
い
く
。
前
章
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
て
資
料
群
を
分
類
し
た
概
要
は
表
４
の
と
お
り

で
あ
る
。 

ま
ず
、
大
き
く
陸
軍
と
海
軍
に
分
類
で
き
、
そ
の
下
は
文
書
を
作
成
及
び
保
管
し
た

各
軍
法
会
議
と
な
る
。
軍
法
会
議
に
分
類
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他

に
分
類
し
た
。
ま
た
、
陸
軍
の
み
陸
軍
省
保
管
分
が
あ
る
。
以
下
、
分
類
ご
と
に
特
徴

を
分
析
す
る
。 

 

四四
．．
一一  

陸陸
軍軍
にに
係係
るる
「「
軍軍
法法
会会
議議
関関
係係
文文
書書
」」  

 

ま
ず
、
陸
軍
の
軍
法
会
議
を
み
て
い
く
。
前
章
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
、
組
織
変
遷

及
び
文
書
管
理
規
程
に
基
づ
い
て
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表

５
で
あ
る
。
作
成
保
管
機
関
の
名
称
は
、
目
録
情
報
に
基
づ
き
、
図
１-

１
、
２
を
参
照

し
て
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
軍
法
会
議
の
名
称
を
記
載
し
た
。
名
称
変
更
や
組
織
改

編
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
、
図
１
を
参
照
し
て
で
き
る
限
り
そ
の
機
関
名
を
列
挙
し
た
。

一
部
判
明
し
な
か
っ
た
軍
法
会
議
に
つ
い
て
は
、
目
録
の
簿
冊
標
題
を
記
し
て
あ
る
。

軍
法
会
議
の
名
称
の
あ
と
の
カ
ッ
コ
内
に
あ
る
名
称
は
、
各
部
隊
に
付
さ
れ
た
通
称
号

で
あ
る
。
通
称
号
と
は
、
戦
時
中
、
隊
名
を
秘
匿
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
漢
字
一
字
も

し
く
は
二
字
な
ど
固
有
の
部
隊
名
の
こ
と
で
あ
る
。 

横
軸
は
、
同
関
係
文
書
を
軍
法
会
議
の
組
織
変
遷
で
三
つ
の
時
期
に
わ
け
た
。
明
治 

軍法会議 陸軍省 その他 軍法会議 その他
712冊 162冊 25冊 339冊 4冊

899冊
（作成年代：明治15年〜昭和23年）

343冊
（作成年代：明治15年〜昭和25年）

表4 館が保存する「軍法会議関係文書」の概要（令和2年8月末現在）
軍法会議関係文書

1,242冊
陸軍 海軍

九
三

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
53
号　
　



  
 

保存期間
陸軍治罪法
（-T10）

陸軍軍法会議法①
（T11−S18）

陸軍軍法会議法②
（S19-） 作成年不明

H28,H29,
H30

T11-S19 永久保存 ー 44 2 ー ー

H28 T12-S12,S18 有期保存 ー 1 1 10 ー

H28 東京陸軍軍法会議 67 S11 有期保存 ー 67 ー ー ー
H28 近衛師団 1 作成年不明 永久保存 ー ー ー 1 ー
H28 東部軍管区臨時軍法会議 1 S20 ー ー ー ー ー 1

H27、
H28 、R1

第十四師管軍法会議、第十四師団軍法
会議、東部軍臨時軍法会議宇都宮師団
法廷、東部軍管区宇都宮師管区法廷

41 M39−S20 永久保存 18 21 2 ー ー

H28 浦塩派遣軍軍法会議 1 M23,T8-11 ー ー ー ー ー 1
H28 東部軍管区⻑野師管区法廷 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 第一航空軍臨時軍法会議（燕） 4 S17-20 永久保存 ー 2 2 ー ー
H28 第三十六軍臨時軍法会議（富士） 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 第五十一軍臨時軍法会議（建） 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 台湾軍管区臨時軍法会議豊部隊法廷 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 パラオ地区集団臨時軍法会議 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 東部第一復員地方裁判所 3 S21 永久保存 ー ー 1 ー 2

H29
仙台鎮台軍法会議、第二師管軍法会
議、第二師団軍法会議、仙台師団軍法
会議

18 M15-S16 永久保存 15 3 ー ー ー

H29
北部沿海州派遣隊臨時軍法会議、薩哈
嗹州派遣軍臨時軍法会議

6 T9-11,13-14 永久保存 3 3 ー ー ー

H29

第八師管軍法会議、第八師団軍法会
議、弘前師団軍法会議、東部軍臨時軍
法会議弘前師団法廷、東北軍管区弘前
師管区法廷

49
M32-S12，S14-
19

永久保存 24 23 2 ー ー

H29 東北軍管区臨時軍法会議 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H29 第十一方面軍臨時軍法会議（進） 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H29 第五十軍臨時軍法会議（俊） 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー

H29
第三師管軍法会議、第三師団軍法会
議、名古屋師団軍法会議

7 T5-10,T13-S18 永久保存 1 6 ー ー ー

H29 第二軍臨時軍法会議第四十八師団法廷 1 S21 永久保存 ー ー 1 ー ー

H29 第四師管軍法会議、第四師団軍法会
議、大阪師団軍法会議

15 M41-S18 永久保存 6 8 ー ー 1

H29
野戦第十六師団軍法会議、第十六師管
軍法会議、第十六師団軍法会議

4 M38-T8,S2-12 永久保存 3 1 ー ー ー

H29
姫路師団軍法会議、中部軍臨時軍法会
議姫路師団法廷

1 S16-20 永久保存 ー ー 1 ー ー

H29 中部軍管区臨時軍法会議 2 S18,20 永久保存 ー 1 1 ー ー
H29 船舶臨時軍法会議（暁） 3 S17-20 永久保存 ー 1 2 ー ー

H29

第十一師管軍法会議、第十一師団軍法
会議、善通寺師団軍法会議、中部軍臨
時軍法会議善通寺師団法廷、野戦第十
一師団臨時軍法会議

50 M32-S20 永久保存 26 21 3 ー ー

H29 第一軍兵站軍法会議 1 M27 永久保存 1 ー ー ー ー

H29 第四軍兵站軍法会議、鴨緑江軍軍法会
議

1 M38 永久保存 1 ー ー ー ー

H28 四国軍管区臨時軍法会議 1 S20 ー ー ー ー ー 1

H30

第六師管軍法会議、第六師団軍法会
議、熊本師団軍法会議、⻄部軍臨時軍
法会議熊本師団法廷、⻄部軍管区熊本
師管区法廷

64 M17-S20 永久保存 37 23 3 ー 1

H30

第十二師管軍法会議、第十二師団軍法
会議、久留⽶師団軍法会議、⻄部軍臨
時軍法会議久留⽶師団法廷、⻄部軍管
区久留⽶師管区法廷

60 M32-S20 永久保存 34 23 2 ー 1

H30 第十八師管軍法会議、第十八師団軍法
会議

21 M40-T14 永久保存 16 4 ー ー 1

H30 ⻘島守備軍臨時軍法会議 9 T4-11 永久保存 7 1 ー ー 1
S16-20 永久保存 ー 3 1 ー ー
S20 有期保存 ー ー 2 ー ー

H30 第十六方面軍臨時軍法会議（睦） 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H30 第五十六軍臨時軍法会議（宗） 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H30 第五十七軍臨時軍法会議（蜂） 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H30 第五十八軍臨時軍法会議（砦） 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー

表5 館が保存する陸軍軍法会議の文書一覧（令和2年8月末現在）

移管年度
作成保管機関

（※カッコ内は通称号） 数量 作成年
判決原本・訴訟に関する書類

その他

高等軍法会議 58

H30 ⻄部軍軍法会議、⻄部軍臨時軍法会
議、⻄部軍管区臨時軍法会議
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 S19-21 永久保存 ー ー 1 ー ー
S20-21 有期保存 ー ー 3 ー ー

H30
朝鮮軍軍法会議、朝鮮軍臨時軍法会
議、朝鮮軍管区臨時軍法会議

36 T5⁻S20 永久保存 6 20 2 ー 8

H30 朝鮮軍管区臨時軍法会議京城師管区法
廷

1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー

H30
朝鮮軍管区臨時軍法会議平壌師管区法
廷

1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー

H30 第五航空軍臨時軍法会議（隼） 1 S19-20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H30 ⻄部第一復員地方裁判所 1 S20-21 有期保存 ー ー 1 ー ー
H28 支那派遣軍臨時軍法会議（栄） 4 S14-21 永久保存 ー 1 3 ー ー

H28
支那駐屯軍臨時軍法会議、北支那方面
軍臨時軍法会議（甲）

15 S11-21 永久保存 ー 11 3 ー 1

H28 第二十三軍臨時軍法会議（波） 10 S13-21 永久保存 ー 6 4 ー ー
H28 第二十二軍臨時軍法会議 1 S15 永久保存 ー 1 ー ー ー
H28 香港占領地総督部臨時軍法会議 4 S17-20 永久保存 ー 2 2 ー ー
H28 第六方面軍臨時軍法会議（統） 3 S19-20 永久保存 ー ー 3 ー ー
H28 第一軍臨時軍法会議（乙） 10 S12-20 永久保存 ー 7 3 ー ー

H28
第六軍臨時軍法会議（守、満洲第八五
五部隊、満洲第八一二部隊、満洲第六
〇〇部隊）

4 S14-21 永久保存 ー 2 2 ー ー

H28
第十一軍臨時軍法会議（園部隊→阿南
部隊→呂）

4 S19-21 永久保存 ー ー 4 ー ー

H28 第十二軍臨時軍法会議（仁） 5 S16,17,20 永久保存 ー ー 3 ー 2

H28
上海派遣軍軍法会議、第十軍臨時軍法
会議、中支那派遣軍臨時軍法会議、第
十三軍臨時軍法会議（登）

19 S12-21 永久保存 ー 10 8 ー 1

H28
第二十軍臨時軍法会議（桜、満洲第八
五四部隊、満洲第七〇部隊）

1 S21 永久保存 ー ー 1 ー ー

H28 第三十四軍臨時軍法会議（呂武） 2 S19-20 永久保存 ー ー 2 ー ー
H28 第四十三軍臨時軍法会議（秀嶺） 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H27、
H28

台湾軍軍法会議、台湾軍臨時軍法会
議、台湾軍管区臨時軍法会議

22 T15−S20 永久保存 ー 18 4 ー ー

H28 南方軍臨時軍法会議（岡→威） 5 S16-21 永久保存 ー 2 2 1 ー
H28 第十九軍臨時軍法会議（堅） 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 緬甸方面軍臨時軍法会議（森） 3 S18-21 永久保存 ー 1 2 ー ー
H28 第三航空軍臨時軍法会議（司） 4 S17-20 永久保存 ー 2 2 ー ー

H28
第二軍臨時軍法会議（勢、満洲第二九
部隊）

2 S19-21 永久保存 ー ー 2 ー ー

H28 第二軍臨時軍法会議第五師団法廷 2 S20-21 永久保存 ー ー 2 ー ー
H28 第二軍臨時軍法会議桂法廷 2 S20-21 永久保存 ー ー 2 ー ー
H28 第二軍臨時軍法会議ヘラウ法廷 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 第二軍臨時軍法会議マクノワリ法廷 2 S20 永久保存 ー ー 2 ー ー
H28 第二軍臨時軍法会議楓法廷 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 第二軍臨時軍法会議東法廷 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 第十五軍臨時軍法会議（林） 5 S17-21 永久保存 ー 2 3 ー ー
H28 第二十九軍臨時軍法会議（定） 2 S19-20 永久保存 ー ー 2 ー ー

H28
仏領印度支那駐屯軍臨時軍法会議、第
三十八軍臨時軍法会議（信）

5 S17-21 永久保存 ー 1 4 ー ー

H28 第三十八軍臨時軍法会議⻄貢分廷 2 S20 永久保存 ー ー 1 1 ー

H28
泰国駐屯軍臨時軍法会議、第三十九軍
臨時軍法会議、第十八方面軍臨時軍法
会議（義）

5 S18-21 永久保存 ー 1 4 ー ー

H28
第七方面軍臨時軍法会議レンバン島分
廷（岡）

1 S21 永久保存 ー ー 1 ー ー

H28 第八方面軍臨時軍法会議（剛） 1 S18-20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 第二十八軍臨時軍法会議（策） 1 S19-22 永久保存 ー ー 1 ー ー

H28
第二十五軍臨時軍法会議パレンバン分
廷（富、仏印派遣軍）

1 S20-21 永久保存 ー ー 1 ー ー

H28
台湾地区日本官兵善後連絡部臨時軍法
会議（※簿冊標題より）

1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー

H28
登部隊軍法会議南京法廷（※簿冊標題
より）

1 S16 永久保存 ー 1 ー ー ー

H28,H29,
H30

S18-21 永久保存 ー 1 5 ー ー

H30 S20 有期保存 ー ー 1 ー ー
合計 712 198 345 134 13 22

複数の作成機関で合冊 7

H30 第十七軍臨時軍法会議（沖） 4
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初
期
か
ら
陸
軍
治
罪
法
が
適
用
さ
れ
た
大
正
一
〇
年
ま
で
、
さ
ら
に
陸
軍
軍
法
会
議
法

が
適
用
さ
れ
た
時
期
は
二
つ
に
わ
け
、
大
正
一
一
年
か
ら
昭
和
一
八
年
ま
で
を
①
、
常

設
軍
法
会
議
が
閉
鎖
さ
れ
特
設
軍
法
会
議
に
切
り
替
え
ら
れ
た
昭
和
一
九
年
以
降
を
②

と
し
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
、「
陸
軍
軍
法
會
議
訴
訟
書
類
保
存
規
程
」
で
規
定
さ
れ
た
文

書
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
文
書
を
、
永
久
保
存
と
有
期
保
存
で
分
類
し
た
。
永
久

保
存
の
文
書
は
全
て
「
判
決
原
本
」
で
、
六
〇
四
冊
あ
る
。
有
期
保
存
の
文
書
は
「
訴

訟
記
録
」
な
ど
の
訴
訟
に
関
す
る
書
類
で
、
八
六
冊
あ
る
。
陸
軍
軍
法
会
議
の
文
書
の

ほ
と
ん
ど
が
「
判
決
原
本
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

「
判
決
原
本
」
は
軍
法
会
議
ご
と
に
原
則
一
年
単
位
で
編
綴
さ
れ
て
い
る
。
開
設
期

間
が
短
い
軍
法
会
議
で
は
、
複
数
年
で
合
冊
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
Ｄ
Ａ
の
簿
冊

標
題
に
は
「
判
決
原
本
綴
」、「
判
決
書
綴
」、「
原
本
綴
」
な
ど
が
あ
る
。
編
綴
内
容
に

つ
い
て
は
、
文
書
の
冒
頭
に
事
件
目
録
（
目
次
）
が
綴
ら
れ
、
そ
の
あ
と
に
判
決
文
が

綴
ら
れ
て
い
る
。
判
決
文
に
は
、
住
所
、
職
業
、
所
属
部
隊
、
階
級
、
氏
名
、
生
年
月

日
、
判
決
内
容
、
判
決
を
言
い
渡
し
た
軍
法
会
議
名
、
判
決
年
月
日
な
ど
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
編
綴
順
序
は
、
判
決
年
月
日
順
で
あ
る
。 

そ
し
て
、「
書
類
保
存
規
程
」
に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
文
書
を
、
そ
の
他
に
分

類
し
た
。「
判
決
原
本
引
継
目
録
」
や
「
索
引
」
な
ど
が
あ
る
。 

次
に
、
陸
軍
省
を
み
て
い
く
。
陸
軍
省
の
文
書
は
、
前
章
で
見
て
き
た
と
お
り
全
て

「
裁
判
宣
告
報
告
」
で
、
こ
れ
に
該
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
分
類
し

た
。
Ｄ
Ａ
の
簿
冊
標
題
に
は
、「
裁
判
宣

告
報
告
綴
」、「
判
決
謄
本
綴
」、「
判
決

書
写
」
な
ど
が
あ
る
。「
裁
判
宣
告
報
告
」

の
提
出
元
で
あ
る
各
軍
司
令
部
、
師
団

司
令
部
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
６

で
あ
る
。
基
本
的
に
は
一
機
関
を
一
冊

と
し
て
編
綴
し
て
い
る
が
、
複
数
の
提

出
元
機
関
を
合
冊
し
て
一
冊
と
し
て

い
る
も
の
が
四
六
冊
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
例
え
ば
、
近
衛
師
団
、
第
一
師

団
、
第
二
師
団
な
ど
で
合
冊
、
台
湾
軍
、

朝
鮮
軍
、
関
東
軍
な
ど
で
合
冊
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
。
編
綴
内
容
と
編
綴
順

序
は
、
前
述
し
た
「
判
決
原
本
」
と
同

移管年度 提出元 数量 作成年
H28 近衛師団 6 S13-18
H27 第一師団 5 T6-10
H27,H28 第九師団、金沢師団 24 T9,10,12-S7,9-20
H27 浦塩派遣軍 1 T8-11
H28 東京師団 1 S19
H28 東部軍 4 S18-19
H28 第百九師団 1 S20
H29 第十三師団 2 M45-T6,9,10
H29 中国軍 10 T9-S21
H29 第十一師団、善通寺師団 1 T9
H28 駐蒙軍 6 S13-20
H28 第十一軍 1 S18
H28 第十二軍 5 S13-20
H27 台湾軍 1 S2
H28 南方軍 2 S20
H28 第四航空軍 1 S18-19
H28 第二軍（第五師団法廷の分） 1 S20
H28 第十四軍 3 S17-18
H28 第十六軍 1 S17-19
H28 第十八軍 1 S18
H28 第三十一軍 1 S19
H28 第三十二軍 1 S19
H28 第三十五軍 1 S19
H28 第十八方面軍 4 S18-20
H28 第七方面軍 1 S19
H28 第三十三軍 1 S19-20
H28 第二十五軍 1 S16-19
H28 第一方面軍 1 S17-20
H28 第三方面軍 1 S18
H28 第三軍 4 S14-20
H28 第四軍 4 S14,17-19
H28 第五軍 4 S14-20
H27,H28 関東軍 13 S9,S11-20
H28 機甲軍 1 S17-18
H28 関東防衛軍 1 作成年不明
H27,H28 複数の提出元で合冊 46 T5-S20

合計 162

表6 陸軍省保管「裁判宣告報告」提出元機関一覧（令和2年8月末現在）
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じ
で
あ
る
。 

最
後
に
、
作
成
保
管
機
関
が
軍
法
会
議
及
び
陸
軍
省
以
外
と
考
え
ら
れ
る
そ
の
他
に

分
類
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
恩
赦
関
係
書
類
」
や
「
処
刑
者
イ
ロ
ハ
名
簿
」

な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

な
お
、「
判
決
原
本
」
と
「
裁
判
宣
告
報
告
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
触
れ
て

き
た
と
お
り
で
あ
り
、「
判
決
原
本
」
が
無
く
、「
裁
判
宣
告
報
告
」
し
か
残
さ
れ
て
い

な
い
軍
法
会
議
も
あ
る
。
し
か
し
、「
判
決
原
本
」
と
「
裁
判
宣
告
報
告
」
の
両
方
が
残

さ
れ
て
い
た
場
合
は
、
同
一
年
の
も
の
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
第
十

四
師
団
軍
法
会
議
や
台
湾
軍
軍
法
会
議
の
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ

で
移
管
年
度
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
特
定
の
軍
法
会
議
を
探
す
際
に
は

注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

以
上
を
踏
ま
え
、
Ｄ
Ａ
で
検
索
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

Ｄ
Ａ
の
簿
冊
標
題
は
、文
書
の
表
紙
に
記
述
さ
れ
た
情
報
を
標
題
に
採
用
し
て
お
り
、

「
判
決
原
本
」
及
び
「
裁
判
宣
告
報
告
」
の
多
く
が
、
開
設
さ
れ
た
軍
法
会
議
名
と
文

書
の
種
別
が
簿
冊
標
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
も
し
特
定
の
事
件
を
探
す
場
合

は
、
①
被
告
人
が
裁
か
れ
た
軍
法
会
議
の
名
称
、
②
判
決
年
の
二
つ
が
判
明
し
て
い
れ

ば
、
あ
る
程
度
の
絞
り
込
み
は
可
能
で
あ
る
。 

な
お
、
昭
和
一
一
年
に
起
き
た
二
・
二
六
事
件
の
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
に
つ
い

て
は
、
六
七
冊
（
請
求
番
号
…
平
二
八
軍
法
〇
〇
三
一
八
一
〇
〇
～
〇
〇
三
八
四
一
〇

〇
）
あ
る
41

。
こ
の
う
ち
六
五
冊
の
簿
冊
標
題
に
「
二
．
二
六
叛
乱
事
件
」
と
い
う
情

報
が
含
ま
れ
て
お
り
、
残
り
二
冊
は
「
二
．
二
六
事
件
」
と
い
う
情
報
が
含
ま
れ
て
い

る
。
例
え
ば
「
二
・
二
六
事
件
」
や
「
2
・
26
事
件
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
し

て
も
該
当
し
な
い
た
め
、
検
索
す
る
際
に
は
、
簿
冊
標
題
の
情
報
又
は
請
求
番
号
か
ら

検
索
す
る
こ
と
と
な
る
。 

 

四四
．．
二二  

海海
軍軍
にに
係係
るる
「「
軍軍
法法
会会
議議
関関
係係
文文
書書
」」  

 

次
に
海
軍
で
あ
る
。
陸
軍
の
軍
法
会
議
と
同
様
に
、
前
章
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
、

組
織
変
遷
及
び
文
書
管
理
規
程
に
基
づ
い
て
同
関
係
文
書
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
７

で
あ
る
。
作
成
保
管
機
関
の
名
称
は
、
目
録
情
報
に
基
づ
き
、「
官
報
」
や
「
海
軍
広
報
」

な
ど
を
参
照
し
て
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
軍
法
会
議
の
名
称
を
記
載
し
た
。
名
称
変

更
や
組
織
改
編
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
、
で
き
る
限
り
そ
の
機
関
名
を
列
挙
し
た
。 

横
軸
は
、
同
関
係
文
書
を
軍
法
会
議
の
組
織
変
遷
で
三
つ
の
時
期
に
わ
け
た
。
区
分

は
陸
軍
と
同
様
で
あ
る
が
、
海
軍
に
つ
い
て
は
昭
和
一
九
年
に
常
設
軍
法
会
議
が
閉
鎖

さ
れ
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、「
二
．
二 

海
軍
軍
法
会
議
の
沿
革
」
で
見
て

き
た
と
お
り
、こ
の
時
期
は
特
設
軍
法
会
議
が
増
設
さ
れ
て
い
る
時
期
で
も
あ
る
た
め
、

昭
和
一
九
年
以
降
を
海
軍
軍
法
会
議
法
②
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
、「
軍
法
會
議
書
類

保
存
規
程
」
で
規
定
さ
れ
た
文
書
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
文
書
を
、
永
久
保
存
と

有
期
保
存
で
分
類
し
た
。
永
久
保
存
の
文
書
は
「
判
決
原
本
」、「
検
察
簿
」、「
審
問
簿
」、

「
判
決
簿
」、「
判
決
便
覧
」
な
ど
で
、
こ
の
う
ち
「
判
決
原
本
」
は
二
六
二
冊
あ
る
。
有

期
保
存
の
文
書
は
「
判
決
訴
訟
記
録
」
が
あ
り
、
つ
ま
り
訴
訟
に
関
す
る
書
類
で
あ
る
。

 

「
判
決
原
本
」
は
軍
法
会
議
ご
と
に
原
則
一
年
単
位
で
編
綴
さ
れ
て
い
る
が
、
複
数

年
で
合
冊
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
Ｄ
Ａ
の
簿
冊
標
題
に
は
、「
判
決
原
本
綴
」、「
判

決
書
綴
」、「
裁
判
書
」
な
ど
が
あ
る
。
編
綴
内
容
に
つ
い
て
は
陸
軍
と
同
様
で
、
文
書

の
冒
頭
に
事
件
目
録
（
目
次
）
が
綴
ら
れ
、
そ
の
あ
と
に
判
決
文
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

判
決
文
に
は
、
住
所
、
職
業
、
所
属
部
隊
、
階
級
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
判
決
内
容
、

判
決
を
言
い
渡
し
た
軍
法
会
議
名
、
判
決
年
月
日
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
編
綴
順

序
は
、
判
決
年
月
日
順
で
あ
る
。 

そ
し
て
、「
書
類
保
存
規
程
」
に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
文
書
を
、
そ
の
他
に
分

類
し
た
。「
事
件
簿
」、「
事
件
番
号
簿
」
な
ど
が
あ
る
。 

九
七

軍
法
会
議
と
「
軍
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会
議
関
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て
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最
後
に
、
作
成
保
管
機
関
が
軍
法
会
議
以
外
と
考
え
ら
れ
る
そ
の
他
に
分
類
し
た
も

の
に
は
、「
確
定
人
名
記
入
簿
」、「
刑
事
記
録
廃
棄
目
録
」
な
ど
が
あ
る
。 

以
上
を
踏
ま
え
た
Ｄ
Ａ
で
検
索
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
陸
軍
に
係
る
「
軍
法
会
議

関
係
文
書
」
と
同
様
で
あ
る
。
Ｄ
Ａ
の
簿
冊
標
題
に
は
、
文
書
の
表
紙
に
記
述
さ
れ
た

情
報
を
標
題
に
採
用
し
て
お
り
、
も
し
特
定
の
事
件
を
探
す
場
合
は
、
陸
軍
と
同
様
の

方
法
で
絞
り
込
み
が
可
能
で
あ
る
。 

  

おお
わわ
りり
にに  

 

以
上
み
て
き
た
と
お
り
、
陸
軍
軍
法
会
議
・
海
軍
軍
法
会
議
の
沿
革
及
び
文
書
管
理

規
程
の
変
遷
を
た
ど
り
、「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
の
構
造
を
分
析
し
て
全
体
像
を
明
ら

か
に
し
た
。
本
稿
の
内
容
を
整
理
し
、「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
を
利
用
す
る
際
の
ポ
イ

ン
ト
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

（
一
）
同
関
係
文
書
は
、
旧
日
本
陸
海
軍
の
軍
法
会
議
に
関
す
る
文
書
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
判
決
内
容
を
記
載
し
た
「
判
決
原
本
」
で
あ
る
。
文

書
は
、
明
治
一
五
年
か
ら
昭
和
二
五
年
頃
ま
で
の
も
の
が
あ
る
。
令
和
二
年
八
月

末
現
在
に
お
い
て
、
館
で
は
一
二
四
二
冊
保
存
し
て
い
る
。 

（
二
）
軍
法
会
議
が
対
象
と
し
た
の
は
、
軍
人
・
軍
属
の
犯
罪
で
あ
り
、
軍
人
・
軍

属
が
犯
し
た
罪
は
軍
人
に
よ
り
裁
か
れ
た
。
例
外
的
に
、
哨
兵
に
対
す
る
暴
行
脅

迫
罪
な
ど
に
つ
い
て
は
、
一
般
人
も
適
用
さ
れ
る
た
め
対
象
と
な
り
得
る
。
軍
法

会
議
で
適
用
さ
れ
る
法
令
は
、
特
別
刑
法
で
あ
る
軍
刑
法
だ
け
で
は
な
く
、
普
通

刑
法
等
の
刑
罰
も
適
用
さ
れ
る
。 

（
三
）
軍
法
会
議
は
多
数
設
置
さ
れ
て
お
り
、
同
一
の
軍
法
会
議
で
あ
っ
て
も
時
期

保存期間
海軍治罪法
（-T10）

海軍軍法会議法①
（T11−S18）

海軍軍法会議法②
（S19-）

作成年不明

H27,H29 高等軍法会議 2 T3,T11-S20 永久保存 1 ー 1 ー ー
H28 東京軍法会議 2 T11-S20 永久保存 ー 1 1 ー ー
H29 横須賀鎮守府軍法会議 41 M15,33-S20 永久保存 4 28 9 ー ー
H29 呉鎮守府軍法会議 57 M24-S21 永久保存 26 23 8 ー ー
H30 佐世保鎮守府軍法会議 112 M22-S21 永久保存 72 29 9 ー 2

H29 舞鶴要港部軍法会議、舞鶴鎮守府軍法
会議

46 M34-S20 永久保存 19 23 4 ー ー

H29 高雄警備府軍法会議 3 S12-20 永久保存 ー 1 2 ー ー

H29
大湊要港部軍法会議、大湊警備府軍法
会議

9 S14-20 永久保存 ー 5 4 ー ー

M37-38,T12-S20 永久保存 1 14 10 ー 2

T15 有期保存 ー 1 ー ー ー

H30
旅順口鎮守府臨時海軍軍法会議、旅順
鎮守府軍法会議、旅順要港部軍法会議

6 M38-T3,S13 永久保存 5 1 ー ー ー

H29 大阪警備府軍法會議 3 S17-21 永久保存 ー ー 3 ー ー
H29 連合艦隊軍法会議 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 第八艦隊軍法会議 1 S18-21 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 第一南遣艦隊軍法会議 5 S17-21 永久保存 ー 1 4 ー ー
H28 第二南遣艦隊軍法会議 2 S20-21 永久保存 ー ー 1 1 ー
H28 第二南遣艦隊軍法会議マカツサル分廷 1 S17-20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 支那方面艦隊軍法会議 3 S15-21 永久保存 ー 1 2 ー ー
H28 第二遣支艦隊軍法会議 1 S19 ー ー ー ー ー 1
H28 海南警備府臨時軍法会議 1 作成年不明 永久保存 ー ー ー 1 ー
H28 第十一根拠地隊臨時軍法会議 1 作成年不明 永久保存 ー ー ー 1 ー
H28 第二十二特別根拠地隊臨時軍法会議 1 S21 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 第二十三特別根拠地隊臨時軍法会議 1 S20-21 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 第二十九警備隊臨時軍法会議 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H30 ⻘島臨時海軍軍法会議 4 M25-31,T3 永久保存 4 ー ー ー ー
H30 竹敷海軍合囲地軍法会議 2 M37-38 永久保存 1 ー ー ー 1
H30 馬公海軍合囲地軍法会議 2 M38 永久保存 2 ー ー ー ー
H29 大湊第二復員地方裁判所 1 S20 永久保存 ー ー 1 ー ー
H28 複数の作成機関で合冊 2 S13-20 永久保存 ー ー 2 ー ー

合計 339 135 128 67 3 6

H30
仮根拠地防備隊臨時海軍軍法会議、鎮
海要港部軍法会議、鎮海警備府軍法会
議

28

表7 館が保存する海軍軍法会議の文書一覧（令和2年8月末現在）

移管年度 作成保管機関 数量 作成年
判決原本・訴訟に関する書類

その他
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に
よ
っ
て
名
称
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
同
関
係
文
書
を
利
用
す
る
際
に
は
、

軍
法
会
議
の
沿
革
情
報
を
適
宜
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。 

（
四
）
陸
軍
に
お
け
る
「
判
決
原
本
」
と
「
裁
判
宣
告
報
告
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
作
成
さ
れ
た
背
景
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
標
題
も
異
な
っ
て
い
る
が
、
文

書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は
同
一
で
あ
る
。
特
定
の
事
件
に
関
す
る
判
決
内
容

を
確
認
し
た
い
場
合
、「
判
決
原
本
」
と
「
裁
判
宣
告
報
告
」
の
ど
ち
ら
で
も
確
認

可
能
で
あ
る
。 

（
五
）「
判
決
原
本
」
の
編
綴
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

・
編
綴
方
法
…
原
則
一
年
単
位
で
軍
法
会
議
ご
と
に
綴
ら
れ
、
複
数
年
を
合
冊
し

て
一
冊
と
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。 

・
編
綴
内
容
…
文
書
の
冒
頭
に
事
件
目
録
（
目
次
）
が
綴
ら
れ
、
そ
の
あ
と
に
判

決
文
が
綴
ら
れ
て
い
る
。 

・
判
決
文
の
記
述
内
容
…
住
所
、
職
業
、
所
属
、
階
級
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
判

決
内
容
、
判
決
を
言
い
渡
し
た
軍
法
会
議
名
、
判
決
年
月
日
な
ど
。 

・
編
綴
順
序
…
判
決
年
月
日
順
。 

（
六
）
同
関
係
文
書
か
ら
特
定
の
事
件
を
探
す
場
合
は
、
①
被
告
人
が
裁
か
れ
た
軍

法
会
議
の
名
称
、
②
判
決
年
の
二
つ
が
判
明
し
て
い
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
絞
り
込

み
は
可
能
で
あ
る
。 

 

最
後
に
関
連
資
料
を
紹
介
す
る
。「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
関
連
す
る
館
が
保
存
す

る
他
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。ま
ず
、Ｄ
Ａ
の
資
料
群
階
層
の
、

行
政
文
書
〉
法
務
省
〉
検
察
庁
関
係
〉
地
方
検
察
庁
関
係
の
う
ち
、
請
求
番
号
が
平
一

六
法
務
〇
二
四
九
二
一
〇
〇
及
び
平
一
六
法
務
〇
二
四
九
三
一
〇
〇
の
二
冊
は
、
第
二

師
団
軍
法
会
議
の
「
判
決
原
本
」
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
文
書
〉
厚
生
労
働
省
〉
戦
没

者
等
援
護
関
係
資
料
〉
陸
軍
法
務
関
係
文
書
・
海
軍
法
務
関
係
文
書
に
は
、
軍
法
会
議

に
関
す
る
文
書
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。 

他
機
関
が
所
蔵
す
る
関
連
資
料
に
つ
い
て
は
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
に
お
い
て
、
軍

法
会
議
に
関
す
る
各
種
法
令
、
規
程
類
な
ど
を
所
蔵
し
て
い
る
。 

 

 

1 

大
日
本
帝
国
憲
法
第
六
〇
条
で
は
「
特
別
裁
判
所
ノ
管
轄
ニ
属
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
別
ニ
法

律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
し
た
。 

2 

日
高
巳
雄
『
陸
軍
軍
法
会
議
法
講
義
』
良
栄
堂
、
昭
和
九
年
、
二
四
頁
。 

3 

復
員
局
「
陸
軍
軍
法
會
議
廃
止
に
関
す
る
顚
末
書
」
松
本
一
郎
編
『
陸
軍
軍
法
会
議
判

例
集
４
』
緑
蔭
書
房
、
平
成
二
三
年
、
五
九
二
頁
。 

4 

「
平
成
二
六
年
度 

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
業
務
実
績
報
告
書
」
一
六
～
一
七

頁
。
以
下
、
本
文
中
の
「
保
管
期
間
」
は
、
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
を
典
拠
と
し
た
。

な
お
、
移
管
は
公
文
書
管
理
法
第
一
四
条
の
「
国
の
機
関
（
行
政
機
関
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
国
の
機
関
が
保
有
す
る
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。」
の
規
定
に
よ
る
た
め
、
移
管
の
ル
ー
ト
は
、
各
地
方
検
察

庁
→
法
務
省
（
法
務
大
臣
）
→
内
閣
府
（
内
閣
総
理
大
臣
）
→
館
と
な
っ
て
い
る
。 

5 

公
文
書
管
理
法
第
一
六
条
第
一
項
は
、
行
政
機
関
情
報
公
開
法
の
不
開
示
情
報
に
関
す

る
規
定
（
同
法
第
五
条
各
号
）
を
引
用
し
て
お
り
、
個
人
に
関
す
る
情
報
は
同
法
第
五

条
第
一
号
で
規
定
し
て
い
る
。
な
お
、「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
は
公
文
書
管
理
法
第

一
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
移
管
さ
れ
る
た
め
、
利
用
の
制
限
は
同
法
第
一
六
条
第
一
項

第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
。 

6 

復
員
局
「
陸
軍
軍
法
會
議
廃
止
に
関
す
る
顚
末
書
」（
前
掲
注
３
）、
五
八
五
～
六
五
六

頁
。 

7 

図
１-

１
、
２
の
凡
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

・「
陸
軍
軍
法
会
議
變
遷
図
表
」
は
縦
書
き
で
あ
る
が
、
本
図
表
で
は
便
宜
上
、
横
書

き
と
し
た
。
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。 

・「
陸
軍
軍
法
会
議
變
遷
図
表
」
で
各
軍
法
会
議
に
記
載
さ
れ
た
開
廃
年
月
に
つ
い
て

は
省
略
し
た
。 

・「
年
月
日
」
は
、
図
表
を
理
解
す
る
上
で
便
宜
上
表
記
し
た
。
各
軍
法
会
議
の
開
廃

年
代
と
一
致
す
る
よ
う
努
め
た
が
、
特
に
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
以
降
は
統
廃
合
が
多

九
九

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て
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数
あ
っ
た
た
め
、
当
該
時
期
の
「
年
月
日
」
は
目
安
で
あ
る
。 

・「
関
連
事
項
」、「
備
考
」
は
、「
陸
軍
軍
法
会
議
變
遷
図
表
」
を
参
考
に
し
つ
つ
筆
者

が
適
宜
整
理
し
て
追
記
し
た
。 

・「
文
書
管
理
規
程
等
」
は
、
筆
者
が
追
加
し
た
。 

・
臨
時
軍
法
会
議
に
つ
い
て
は
、
便
宜
上
「
特
設
」
の
文
字
を
筆
者
が
付
し
た
。 

8 

「
糾
問
出
張
所
ヲ
廃
シ
各
鎮
台
本
分
営
ニ
於
テ
会
議
所
ヲ
設
ク
」（
国
立
公
文
書
館
、

太
〇
〇
四
六
一
一
〇
〇
（
件
名
五
））。 

9 

山
本
政
雄
「
旧
陸
海
軍
軍
法
会
議
法
の
制
定
経
緯--

立
法
過
程
か
ら
見
た
同
法
の
本

質
に
関
す
る
一
考
察
」『
防
衛
研
究
所
紀
要
』
九(

二)

、
平
成
一
八
年
、
五
〇
頁
。 

10 

北
博
昭
「
解
説 

軍
法
会
議
に
み
る
戦
争
と
法
」
Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
、
北
博
昭
『
戦
場
の

軍
法
会
議
～
日
本
兵
は
な
ぜ
処
刑
さ
れ
た
の
か
～
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
平
成
二
五
年
、
二

五
九
頁
。 

11 

明
治
二
一
年
五
月
一
四
日
付
「
官
報
」。 

12 

山
本
政
雄
「
旧
陸
海
軍
軍
法
会
議
法
の
制
定
経
緯--

立
法
過
程
か
ら
見
た
同
法
の
本

質
に
関
す
る
一
考
察
」（
前
掲
注
９
）、
六
六
頁
。
松
本
一
郎
「
解
説
」
松
本
一
郎
編
『
陸

軍
軍
法
会
議
判
例
集
４
』
緑
蔭
書
房
、
平
成
二
三
年
、
六
六
八
頁
。
北
博
昭
「
解
説 

軍

法
会
議
に
み
る
戦
争
と
法
」（
前
掲
注
10
）、
二
六
〇
頁
。 

13 

日
高
巳
雄
『
陸
軍
軍
法
会
議
法
講
義
』（
前
掲
注
２
）、
四
三
頁
。 

14 

日
高
巳
雄
『
陸
軍
軍
法
会
議
法
講
義
』（
前
掲
注
２
）、
四
一
頁
。 

15 

松
本
一
郎
「
解
説
」（
前
掲
注
12
）、
六
七
〇
頁
。 

16 

復
員
局
「
陸
軍
軍
法
會
議
廃
止
に
関
す
る
顚
末
書
」（
前
掲
注
３
）、
五
九
七
頁
。 

17 

復
員
局
「
陸
軍
軍
法
會
議
廃
止
に
関
す
る
顚
末
書
」（
前
掲
注
３
）、
六
二
四
頁
。 

18 

復
員
局
「
陸
軍
軍
法
會
議
廃
止
に
関
す
る
顚
末
書
」（
前
掲
注
３
）、
六
〇
三
、
六
一
九

～
六
二
〇
頁
。 

19 

海
軍
大
臣
官
房
『
海
軍
制
度
沿
革 

巻
一
七
』
昭
和
一
九
年
、
九
九
頁
。 

20 

海
軍
大
臣
官
房
『
海
軍
制
度
沿
革 

巻
一
七
』（
前
掲
注
19
）、
九
九
頁
。 

21 

海
軍
大
臣
官
房
『
海
軍
制
度
沿
革 

巻
一
七
』（
前
掲
注
19
）、
九
九
頁
。 

22 

北
博
昭
「
解
説 

軍
法
会
議
に
み
る
戦
争
と
法
」（
前
掲
注
10
）、
二
五
六
頁
。 

23 

「
海
軍
広
報
」
は
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認
し
た
（
以

下
、
参
照
し
た
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
資
料
の
原
本
は
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所

が
所
蔵
し
て
い
る
。）。
ま
た
、
館
が
保
存
す
る
「
支
那
方
面
艦
隊
軍
法
会
議
外
九
軍
法

会
議
を
廃
止
す
る
」（
類
〇
三
〇
三
五
一
〇
〇
（
件
名
二
五
））、「
南
西
方
面
艦
隊
軍
法

会
議
外
四
軍
法
会
議
を
廃
止
す
る
」（
類
〇
三
〇
三
五
一
〇
〇
（
件
名
二
六
））、「
第
十

方
面
艦
隊
軍
法
会
議
及
び
第
一
南
遣
艦
隊
軍
法
会
議
を
廃
止
す
る
」（
類
〇
三
〇
八
一

一
〇
〇
（
件
名
一
八
））
を
参
照
し
た
。 

24 

昭
和
二
〇
年
一
二
月
三
日
付
「
官
報
」。 

25 

海
軍
大
臣
官
房
『
海
軍
制
度
沿
革 

巻
一
一
』
昭
和
一
五
年
、
五
九
二
頁
。 

26 

菅
野
保
之
『
陸
軍
軍
法
会
議
法
原
論 

上
巻
』
松
華
堂
、
昭
和
一
六
年
、
二
四
一
頁
。 

27 

「
陸
軍
々
法
会
議
訴
訟
書
類
保
存
規
程
の
件
」（JACAR

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ

ー
）：Ref. C01005281600

）。
史
料
引
用
に
際
し
て
は
、〔 

〕
内
は
筆
者
注
を
表
す
。

ま
た
、
以
下
本
文
中
の
「
保
存
期
間
」
は
、「
陸
軍
軍
法
會
議
訴
訟
書
類
保
存
規
程
」、

「
陸
軍
省
處
務
規
程
」（
注
37
参
照
）、
「
軍
法
會
議
書
類
保
存
規
程
」（
注
39
参
照
）

を
典
拠
と
し
た
。 

28 

刑
法
（
明
治
四
〇
年
四
月
二
三
日
法
律
第
四
五
号
）
第
五
二
条
「
併
合
罪
ニ
付
キ
處
斷

セ
ラ
レ
タ
ル
者
或
罪
ニ
付
大
赦
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
特
ニ
大
赦
ヲ
受
ケ
サ
ル

罪
ニ
付
刑
ヲ
定
ム
」、
第
五
八
条
「
裁
判
確
定
後
再
犯
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
發
見
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
前
條
ノ
規
定
ニ
從
ヒ
加
重
ス
可
キ
刑
ヲ
定
ム 

懲
役
ノ
執
行
ヲ
終
リ
タ
ル
後
又

ハ
其
執
行
ノ
免
除
ア
リ
タ
ル
後
發
見
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
付
テ
ハ
前
項
ノ
規
定
ヲ
適
用

セ
ス
」。 

29 

復
員
局
「
陸
軍
軍
法
會
議
廃
止
に
関
す
る
顚
末
書
」（
前
掲
注
３
）、
六
二
〇
～
六
二
三

頁
。 

30 

北
博
昭
「
二
・
二
六
事
件
正
式
裁
判
文
書
は
現
存
し
て
い
た
」『
中
央
公
論
』
平
成
三

年
三
月
。
伊
藤
隆
、
北
博
昭
「
つ
い
に
閲
覧
で
き
た
二
・
二
六
事
件
裁
判
記
録
」『
月

刊Asahi

』
平
成
五
年
五
月
。 

31 

「
報
告
・
規
則 

九
年
八
月
一
七
日
（
二
）」（JACAR

：Ref.C09060313500

）。 

32 

「
一
月
一
五
日 

陸
軍
報
告
令
制
定
の
件
（
二
）」（JACAR

：Ref.C10071822200

）。 

33 

「
陸
軍
成
規
類
聚 

第
六
巻
／
第
一
七
類 

文
書 

報
告
（
三
）
」
（JACAR

：

Ref.C13070636800

（
第
一
九
画
像
目
））。 

34 

「
陸
軍
成
規
類
聚 

第
六
巻
／
附
録
（
二
）」（JACAR

：Ref.C13070637700

（
第
一

二
画
像
目
））。 

35 
齋
藤
達
志
「
日
本
軍
に
お
け
る
公
文
書
管
理
の
研
究
―
文
書
保
存
を
焦
点
と
し
た
公

文
書
管
理
の
変
遷
を
中
心
に
―
」
国
立
公
文
書
館
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
修
Ⅲ
修
了
研
究

論
文
集 

平
成
二
五
年
度
』、
五
一
頁
。
本
文
中
の
「
保
存
期
限
」
は
、
同
論
文
を
典

拠
と
し
た
。 

36 

齋
藤
達
志
「
日
本
軍
に
お
け
る
公
文
書
管
理
の
研
究
―
文
書
保
存
を
焦
点
と
し
た
公

文
書
管
理
の
変
遷
を
中
心
に
―
」（
前
掲
注
35
）、
五
三
頁
。 

一
〇
〇

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
53
号　
　



37 
「
陸
軍
省
処
務
規
程
改
定
の
件
（
二
）」（JACAR

：Ref. C06084985800

（
第
二
三
画

像
目
））。 

38 

復
員
局
「
陸
軍
軍
法
會
議
廃
止
に
関
す
る
顚
末
書
」（
前
掲
注
３
）、
六
〇
八
頁
。 

39 

海
軍
大
臣
官
房
『
海
軍
制
度
沿
革 

巻
一
一
』（
前
掲
注
25
）、
五
九
一
～
五
九
二
頁
。 

40 

海
軍
大
臣
官
房
『
海
軍
制
度
沿
革 

巻
一
一
』（
前
掲
注
25
）、
五
九
二
頁
。 

41 

前
述
し
た
と
お
り
、
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
、「
死
刑
又
は

無
期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
処
す
る
確
定
裁
判
の
裁
判
書
」
は
検
察
庁
に
お
け
る

保
管
期
間
が
一
〇
〇
年
と
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
二
・
二
六
事
件
に
関
す
る
「
判
決

原
本
」
は
館
へ
移
管
さ
れ
て
い
な
い
。 

（
公
文
書
専
門
員
） 

一
〇
一

軍
法
会
議
と
「
軍
法
会
議
関
係
文
書
」
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
53
号　
　





年月日 明治2年 明治5年 明治8年 明治16年 明治21年 明治22年 明治27年 明治28年 明治29年 明治31年 明治37年 明治38年 明治39年 明治40年 大正3年 大正4年 大正7年 大正8年 大正9年 大正10年 大正11年 大正14年 昭和11年 昭和12年 昭和14年 昭和15年 昭和16年 昭和17年 昭和18年 昭和19年 昭和20年
昭和20年
8月15日

昭和20年
10月

昭和20年
12月1日

昭和21年
5月18日

関連事項
陸軍裁判所、各
鎮台に軍法会議
所を設置

陸軍治罪法制定
師団司令部条例
制定

陸軍治罪法改正 日清戦争 日清戦争 日露戦争 日露戦争
第一次世界大戦
勃発

シベリア出兵 シベリア出兵 シベリア出兵 シベリア出兵
陸軍軍法会議法
施行

宇垣軍縮 二・二六事件 太平洋戦争
軍法会議の臨時
措置

内地陸戦部隊増
設

終戦
軍管区臨時軍法
会議が後継

第一復員地方裁
判所令制定

復員裁判所令廃
止

糺問司 大審院検事局

陸軍高等
陸軍高等軍法会
議

第一復員高等裁
判所

東京刑事地方裁
判所検事局

（特設）東京陸
軍軍法会議

近衛師団
近衛師管軍法会
議

近衛師団軍法会
議

（特設）東部軍
臨時軍法会議近
衛師団法廷

（特設）東部軍
管区近衛師団法
廷

第一師団
東京鎮台軍法会
議

第一師管軍法会
議

第一師団軍法会
議

東京師団軍法会
議

（特設）東部軍
臨時軍法会議東
京師団法廷

（特設）東部軍
管区東京師管区
法廷

東部軍
（特設）野戦第
一師団軍法会議

（特設）野戦第
一師団軍法会議

東部軍軍法会議
（特設）東部軍
臨時軍法会議

（特設）東部軍
管区臨時軍法会
議

第九師団
第九師管軍法会
議

第九師団軍法会
議

金沢師団軍法会
議

（特設）東部軍
臨時軍法会議金
沢師団法廷

（特設）野戦第
九師団軍法会議

（特設）浦塩派
遣軍軍法会議

第十四師団
（特設）野戦第
十四師団軍法会
議

第十四師管軍法
会議

第十四師団軍法
会議

宇都宮師団軍法
会議

（特設）東部軍
臨時軍法会議宇
都宮師団法廷

（特設）東部軍
管区宇都宮師管
区法廷

（特設）東部軍
管区⻑野師管区
法廷

航空
（特設）航空総
軍臨時軍法会議

（特設）第一航
空軍臨時軍法会
議

（特設）第一総
軍臨時軍法会議

（特設）第十二
方面軍臨時軍法
会議

（特設）第三十
六軍臨時軍法会
議

（特設）第五十
一軍臨時軍法会
議
（特設）第五十
二軍臨時軍法会
議
（特設）第五十
三軍臨時軍法会
議

（特設）北部沿
海州派遣隊臨時
軍法会議
→（特設）薩哈
嗹州派遣軍臨時
軍法会議

（特設）⻄伯利
亜派遣第十三師
団軍法会議

第十三師団
（特設）野戦第
十三師団軍法会
議

第十三師管軍法
会議

第十三師団軍法
会議

（特設）樺太守
備隊臨時軍法会
議

東北軍
（特設）野戦第
二師団軍法会議

（特設）野戦第
二師団軍法会議

（特設）東北軍
管区臨時軍法会
議

第二師団
仙台鎮台軍法会
議

第二師管軍法会
議

第二師団軍法会
議

仙台師団軍法会
議

（特設）東部軍
臨時軍法会議仙
台師団法廷

（特設）東北軍
管区仙台師管区
法廷

第八師団
第八師管軍法会
議

第八師団軍法会
議

弘前師団軍法会
議

（特設）東部軍
臨時軍法会議弘
前師団法廷

（特設）東北軍
管区弘前師管区
法廷

（特設）野戦第
八師団軍法会議

（特設）第十一
方面軍臨時軍法
会議

（特設）第五十
軍臨時軍法会議

北部軍 屯田兵軍法会議
（特設）北部軍
管区臨時軍法会
議

第七師団
第七師管軍法会
議

第七師団軍法会
議

旭川師団軍法会
議

（特設）北方軍
臨時軍法会議旭
川師管区法廷

（特設）北部軍
管区旭川師管区
法廷

（特設）北方軍
臨時軍法会議

（特設）第五方
面軍臨時軍法会
議

北部軍軍法会議

（特設）第二十
七軍臨時軍法会
議

第十五師団
（特設）野戦第
十五師団軍法会
議

第十五師管軍法
会議

第十五師団軍法
会議

東海軍
（特設）野戦第
三師団軍法会議

（特設）野戦第
三師団軍法会議

（特設）東海軍
管区臨時軍法会
議

第三師団
名古屋鎮台軍法
会議

第三師管軍法会
議

第三師団軍法会
議

名古屋師団軍法
会議

（特設）中部軍
臨時軍法会議名
古屋師団法廷

（特設）東海軍
管区名古屋師管
区法廷

（特設）東海軍
管区金沢師管区
法廷
（特設）第十三
方面軍臨時軍法
会議
（特設）第五十
四軍臨時軍法会
議

（特設）第二軍
臨時軍法会議第
四十八師団分廷

中部軍 中部軍軍法会議
（特設）中部軍
臨時軍法会議

（特設）中部軍
管区臨時軍法会
議

（特設）野戦第
四師団軍法会議

（特設）野戦第
四師団軍法会議

第四師団
大阪鎮台軍法会
議

第四師管軍法会
議

第四師団軍法会
議

大阪師団軍法会
議

（特設）中部軍
臨時軍法会議大
阪師団法廷

（特設）中部軍
管区大阪師管区
法廷

第十六師団
（特設）野戦第
十六師団軍法会
議

第十六師管軍法
会議

第十六師団軍法
会議

京都師団軍法会
議

（特設）中部軍
臨時軍法会議京
都師団法廷

（特設）中部軍
管区京都師管区
法廷

第十師団
第十師管軍法会
議

第十師団軍法会
議

姫路師団軍法会
議

（特設）中部軍
臨時軍法会議姫
路師団法廷

（特設）野戦第
十師団軍法会議

第十七師団
第十七師管軍法
会議

第十七師団軍法
会議

（特設）第二総
軍臨時軍法会議

（特設）第十五
方面軍臨時軍法
会議

中国軍
（特設）中国軍
管区臨時軍法会
議

（特設）野戦第
五師団軍法会議

（特設）野戦第
五師団軍法会議

第五師団
広島鎮台軍法会
議

第五師管軍法会
議

第五師団軍法会
議

広島師団軍法会
議

（特設）中部軍
臨時軍法会議広
島師団法廷

船舶
（特設）船舶臨
時軍法会議

（特設）第五十
九軍臨時軍法会
議

四国軍
（特設）四国軍
管区臨時軍法会
議

（特設）第一軍
兵站軍法会議

（特設）第四軍
兵站軍法会議

（特設）野戦第
十一師団軍法会
議

（特設）野戦第
十一師団臨時軍
法会議

第十一師団
第十一師管軍法
会議

第十一師団軍法
会議

善通寺師団軍法
会議

（特設）中部軍
臨時軍法会議善
通寺師団法廷

（特設）鴨緑江
軍軍法会議

（特設）第五十
五軍臨時軍法会
議

⻄部軍 ⻄部軍軍法会議
（特設）⻄部軍
臨時軍法会議

（特設）⻄部軍
管区臨時軍法会
議

（特設）⻘島守
備軍臨時軍法会
議

（特設）野戦第
十二師団軍法会
議

第十二師団
第十二師管軍法
会議

第十二師団軍法
会議

久留米師団軍法
会議

（特設）⻄部軍
臨時軍法会議久
留米師団法廷

（特設）⻄部軍
管区久留米師管
区法廷

第十八師団
第十八師管軍法
会議

第十八師団軍法
会議

第六師団
熊本鎮台軍法会
議

第六師管軍法会
議

第六師団軍法会
議

熊本師団軍法会
議

（特設）⻄部軍
臨時軍法会議熊
本師団法廷

（特設）⻄部軍
管区熊本師管区
法廷

（特設）野戦第
六師団軍法会議

（特設）野戦第
六師団軍法会議

（特設）第十六
方面軍臨時軍法
会議

（特設）第四十
軍臨時軍法会議

（特設）第五十
六軍臨時軍法会
議
（特設）第五十
七軍臨時軍法会
議

第六航空
（特設）第六航
空軍臨時軍法会
議

（特設）第一軍
軍法会議

（特設）第二軍
軍法会議

（特設）第二軍
軍法会議

 陸軍省

（特設）第三軍
軍法会議

文書管理規程
等

東部第一復員地
方裁判所

東京刑事地方裁
判所検事局

中部第一復員地
方裁判所

東北第一復員地
方裁判所

仙台地方裁判所
検事局

大阪地方裁判所
検事局

北部第一復員地
方裁判所

札幌地方裁判所
検事局

東海第一復員地
方裁判所

名古屋地方裁判
所検事局

⑤         破線及び軍法会議中「○○法廷」とは、その所管軍臨時軍法会議の分廷を示す

備考
④         軍法会議が廃止された時、後継軍法会議に引継ぎされ、または称号変更等により変更された時の区切り及び引継ぎの経路を示す

※日清戦争中の臨時軍法会議だが後継軍
法会議不詳

①         ⿊太線は常設されてあった軍法会議
②         ⿊細線は必要に応じて特設された軍法会議
③         白太線は特設された軍法会議中、方面別に中核をなしていた軍法会議

中国第一復員地
方裁判所

広島地方裁判所
検事局

四国第一復員地
方裁判所

高松地方裁判所
検事局

⻄部第一復員地
方裁判所

福岡地方裁判所
検事局

図1-1 陸軍軍法会議変遷図表（内地）及び文書管理規程の変遷

陸軍軍法会議訴訟書類保存規程
（昭和17年10月13日陸普第6739号）
・永久保存：判決原本
・有期保存（1年から30年）：判決原本を除いた訴訟に関する書類

陸軍軍法会議訴訟書類保存規程
（昭和19年4月23日陸普第1616号）
・永久保存：判決原本
・有期保存（6か月から30年）：判決原本を除いた訴訟に関する書類

陸軍治罪法改正
（明治21年10月19日法律第2号）

陸軍軍法会議法
（大正10年4月25日法律第85号）

陸軍治罪法
（明治16年8月4日布告第24号）
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年月日 明治2年 明治5年 明治8年 明治16年 明治21年 明治22年 明治27年 明治28年 明治29年 明治31年 明治37年 明治38年 明治39年 明治40年 大正3年 大正4年 大正7年 大正8年 大正9年 大正10年 大正11年 大正14年 昭和11年 昭和12年 昭和14年 昭和15年 昭和16年 昭和17年 昭和18年 昭和19年 昭和20年
昭和20年
8月15日

昭和20年
10月

昭和20年
12月1日

昭和21年
5月18日

関連事項
陸軍裁判所、各
鎮台に軍法会議
所を設置

陸軍治罪法制定
師団司令部条例
制定

陸軍治罪法改正 日清戦争 日清戦争 日露戦争 日露戦争
第一次世界大戦
勃発

シベリア出兵 シベリア出兵 シベリア出兵 シベリア出兵
陸軍軍法会議法
施行

宇垣軍縮 二・二六事件 太平洋戦争
軍法会議の臨時
措置

内地陸戦部隊増
設

終戦
軍管区臨時軍法
会議が後継

第一復員地方裁
判所令制定

復員裁判所令廃
止

糺問司 大審院検事局

陸軍高等
陸軍高等軍法会
議

第一復員高等裁
判所

東京刑事地方裁
判所検事局

（特設）東京陸
軍軍法会議

近衛師団
近衛師管軍法会
議

近衛師団軍法会
議

（特設）東部軍
臨時軍法会議近
衛師団法廷

（特設）東部軍
管区近衛師団法
廷

第一師団
東京鎮台軍法会
議

第一師管軍法会
議

第一師団軍法会
議

東京師団軍法会
議

（特設）東部軍
臨時軍法会議東
京師団法廷

（特設）東部軍
管区東京師管区
法廷

東部軍
（特設）野戦第
一師団軍法会議

（特設）野戦第
一師団軍法会議

東部軍軍法会議
（特設）東部軍
臨時軍法会議

（特設）東部軍
管区臨時軍法会
議

第九師団
第九師管軍法会
議

第九師団軍法会
議

金沢師団軍法会
議

（特設）東部軍
臨時軍法会議金
沢師団法廷

（特設）野戦第
九師団軍法会議

（特設）浦塩派
遣軍軍法会議

第十四師団
（特設）野戦第
十四師団軍法会
議

第十四師管軍法
会議

第十四師団軍法
会議

宇都宮師団軍法
会議

（特設）東部軍
臨時軍法会議宇
都宮師団法廷

（特設）東部軍
管区宇都宮師管
区法廷

（特設）東部軍
管区⻑野師管区
法廷

航空
（特設）航空総
軍臨時軍法会議

（特設）第一航
空軍臨時軍法会
議

（特設）第一総
軍臨時軍法会議

（特設）第十二
方面軍臨時軍法
会議

（特設）第三十
六軍臨時軍法会
議

（特設）第五十
一軍臨時軍法会
議
（特設）第五十
二軍臨時軍法会
議
（特設）第五十
三軍臨時軍法会
議

（特設）北部沿
海州派遣隊臨時
軍法会議
→（特設）薩哈
嗹州派遣軍臨時
軍法会議

（特設）⻄伯利
亜派遣第十三師
団軍法会議

第十三師団
（特設）野戦第
十三師団軍法会
議

第十三師管軍法
会議

第十三師団軍法
会議

（特設）樺太守
備隊臨時軍法会
議

東北軍
（特設）野戦第
二師団軍法会議

（特設）野戦第
二師団軍法会議

（特設）東北軍
管区臨時軍法会
議

第二師団
仙台鎮台軍法会
議

第二師管軍法会
議

第二師団軍法会
議

仙台師団軍法会
議

（特設）東部軍
臨時軍法会議仙
台師団法廷

（特設）東北軍
管区仙台師管区
法廷

第八師団
第八師管軍法会
議

第八師団軍法会
議

弘前師団軍法会
議

（特設）東部軍
臨時軍法会議弘
前師団法廷

（特設）東北軍
管区弘前師管区
法廷

（特設）野戦第
八師団軍法会議

（特設）第十一
方面軍臨時軍法
会議

（特設）第五十
軍臨時軍法会議

北部軍 屯田兵軍法会議
（特設）北部軍
管区臨時軍法会
議

第七師団
第七師管軍法会
議

第七師団軍法会
議

旭川師団軍法会
議

（特設）北方軍
臨時軍法会議旭
川師管区法廷

（特設）北部軍
管区旭川師管区
法廷

（特設）北方軍
臨時軍法会議

（特設）第五方
面軍臨時軍法会
議

北部軍軍法会議

（特設）第二十
七軍臨時軍法会
議

第十五師団
（特設）野戦第
十五師団軍法会
議

第十五師管軍法
会議

第十五師団軍法
会議

東海軍
（特設）野戦第
三師団軍法会議

（特設）野戦第
三師団軍法会議

（特設）東海軍
管区臨時軍法会
議

第三師団
名古屋鎮台軍法
会議

第三師管軍法会
議

第三師団軍法会
議

名古屋師団軍法
会議

（特設）中部軍
臨時軍法会議名
古屋師団法廷

（特設）東海軍
管区名古屋師管
区法廷

（特設）東海軍
管区金沢師管区
法廷
（特設）第十三
方面軍臨時軍法
会議
（特設）第五十
四軍臨時軍法会
議

（特設）第二軍
臨時軍法会議第
四十八師団分廷

中部軍 中部軍軍法会議
（特設）中部軍
臨時軍法会議

（特設）中部軍
管区臨時軍法会
議

（特設）野戦第
四師団軍法会議

（特設）野戦第
四師団軍法会議

第四師団
大阪鎮台軍法会
議

第四師管軍法会
議

第四師団軍法会
議

大阪師団軍法会
議

（特設）中部軍
臨時軍法会議大
阪師団法廷

（特設）中部軍
管区大阪師管区
法廷

第十六師団
（特設）野戦第
十六師団軍法会
議

第十六師管軍法
会議

第十六師団軍法
会議

京都師団軍法会
議

（特設）中部軍
臨時軍法会議京
都師団法廷

（特設）中部軍
管区京都師管区
法廷

第十師団
第十師管軍法会
議

第十師団軍法会
議

姫路師団軍法会
議

（特設）中部軍
臨時軍法会議姫
路師団法廷

（特設）野戦第
十師団軍法会議

第十七師団
第十七師管軍法
会議

第十七師団軍法
会議

（特設）第二総
軍臨時軍法会議

（特設）第十五
方面軍臨時軍法
会議

中国軍
（特設）中国軍
管区臨時軍法会
議

（特設）野戦第
五師団軍法会議

（特設）野戦第
五師団軍法会議

第五師団
広島鎮台軍法会
議

第五師管軍法会
議

第五師団軍法会
議

広島師団軍法会
議

（特設）中部軍
臨時軍法会議広
島師団法廷

船舶
（特設）船舶臨
時軍法会議

（特設）第五十
九軍臨時軍法会
議

四国軍
（特設）四国軍
管区臨時軍法会
議

（特設）第一軍
兵站軍法会議

（特設）第四軍
兵站軍法会議

（特設）野戦第
十一師団軍法会
議

（特設）野戦第
十一師団臨時軍
法会議

第十一師団
第十一師管軍法
会議

第十一師団軍法
会議

善通寺師団軍法
会議

（特設）中部軍
臨時軍法会議善
通寺師団法廷

（特設）鴨緑江
軍軍法会議

（特設）第五十
五軍臨時軍法会
議

⻄部軍 ⻄部軍軍法会議
（特設）⻄部軍
臨時軍法会議

（特設）⻄部軍
管区臨時軍法会
議

（特設）⻘島守
備軍臨時軍法会
議

（特設）野戦第
十二師団軍法会
議

第十二師団
第十二師管軍法
会議

第十二師団軍法
会議

久留米師団軍法
会議

（特設）⻄部軍
臨時軍法会議久
留米師団法廷

（特設）⻄部軍
管区久留米師管
区法廷

第十八師団
第十八師管軍法
会議

第十八師団軍法
会議

第六師団
熊本鎮台軍法会
議

第六師管軍法会
議

第六師団軍法会
議

熊本師団軍法会
議

（特設）⻄部軍
臨時軍法会議熊
本師団法廷

（特設）⻄部軍
管区熊本師管区
法廷

（特設）野戦第
六師団軍法会議

（特設）野戦第
六師団軍法会議

（特設）第十六
方面軍臨時軍法
会議

（特設）第四十
軍臨時軍法会議

（特設）第五十
六軍臨時軍法会
議
（特設）第五十
七軍臨時軍法会
議

第六航空
（特設）第六航
空軍臨時軍法会
議

（特設）第一軍
軍法会議

（特設）第二軍
軍法会議

（特設）第二軍
軍法会議

 陸軍省

（特設）第三軍
軍法会議

文書管理規程
等

東部第一復員地
方裁判所

東京刑事地方裁
判所検事局

中部第一復員地
方裁判所

東北第一復員地
方裁判所

仙台地方裁判所
検事局

大阪地方裁判所
検事局

北部第一復員地
方裁判所

札幌地方裁判所
検事局

東海第一復員地
方裁判所

名古屋地方裁判
所検事局

⑤         破線及び軍法会議中「○○法廷」とは、その所管軍臨時軍法会議の分廷を示す

備考
④         軍法会議が廃止された時、後継軍法会議に引継ぎされ、または称号変更等により変更された時の区切り及び引継ぎの経路を示す

※日清戦争中の臨時軍法会議だが後継軍
法会議不詳

①         ⿊太線は常設されてあった軍法会議
②         ⿊細線は必要に応じて特設された軍法会議
③         白太線は特設された軍法会議中、方面別に中核をなしていた軍法会議

中国第一復員地
方裁判所

広島地方裁判所
検事局

四国第一復員地
方裁判所

高松地方裁判所
検事局

⻄部第一復員地
方裁判所

福岡地方裁判所
検事局

図1-1 陸軍軍法会議変遷図表（内地）及び文書管理規程の変遷

陸軍軍法会議訴訟書類保存規程
（昭和17年10月13日陸普第6739号）
・永久保存：判決原本
・有期保存（1年から30年）：判決原本を除いた訴訟に関する書類

陸軍軍法会議訴訟書類保存規程
（昭和19年4月23日陸普第1616号）
・永久保存：判決原本
・有期保存（6か月から30年）：判決原本を除いた訴訟に関する書類

陸軍治罪法改正
（明治21年10月19日法律第2号）

陸軍軍法会議法
（大正10年4月25日法律第85号）

陸軍治罪法
（明治16年8月4日布告第24号） 一
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年月日 明治5年 明治16年 明治21年 明治22年 明治27年 明治28年 明治32年 明治37年 明治38年 明治40年 明治43年 大正5年 大正7年 大正8年 大正11年 昭和11年 昭和12年 昭和13年 昭和14年 昭和15年 昭和16年 昭和17年 昭和18年 昭和19年 昭和20年
昭和20年
8月15日

昭和20年
10月

昭和20年
12月1日

昭和21年
5月18日

昭和22年
5月3日

関連事項
陸軍裁判所、
各鎮台に軍法
会議所を設置

陸軍治罪法制
定

師団司令部条
例制定

陸軍治罪法改
正

日清戦争 日清戦争 日露戦争 日露戦争 シベリア出兵 シベリア出兵
陸軍軍法会議
法施行

二・二六事件 太平洋戦争
軍法会議の臨
時措置

内地陸戦部隊
増設

終戦
軍管区臨時軍
法会議が後継

第一復員地方
裁判所令制定

復員裁判所令
廃止

日本国憲法施
行

（特設）第五
十八軍臨時軍
法会議
（特設）第十
七方面軍臨時
軍法会議

（特設）韓国
駐箚軍軍法会
議

（特設）朝鮮
駐箚軍軍法会
議

朝鮮軍軍法会
議

（特設）朝鮮
軍臨時軍法会
議

（特設）朝鮮
軍管区臨時軍
法会議

第二十師管軍
法会議

第二十師団軍
法会議

京城師団軍法
会議

（特設）朝鮮
軍臨時軍法会
議京城師団法
廷

（特設）朝鮮
軍管区臨時軍
法会議京城師
管区法廷

第十九師管軍
法会議

第十九師団軍
法会議

羅南師団軍法
会議

（特設）朝鮮
軍臨時軍法会
議羅南師団法
廷

（特設）朝鮮
軍管区臨時軍
法会議羅南師
管区法廷

平壌師団軍法
会議
⇒（特設）朝
鮮軍臨時軍法
会議平壌師団
法廷

（特設）朝鮮
軍管区臨時軍
法会議平壌師
管区法廷

（特設）朝鮮
軍管区大邱師
管区法廷
（特設）朝鮮
軍管区光州師
管区法廷

（特設）第五
航空軍臨時軍
法会議

（特設）第十
七軍臨時軍法
会議

※南方所在部隊

（特設）支那
派遣軍臨時軍
法会議

（特設）第十
二軍臨時軍法
会議

（特設）第六
方面軍臨時軍
法会議

（特設）第二
十軍臨時軍法
会議

（特設）第十
一軍臨時軍法
会議

（特設）第一
軍臨時軍法会
議

（特設）第十
三軍臨時軍法
会議

（特設）第六
軍臨時軍法会
議

（特設）支那
駐屯軍臨時軍
法会議

（特設）北支
那方面軍臨時
軍法会議
（特設）駐蒙
軍臨時軍法会
議

（特設）第四
十三軍臨時軍
法会議

（特設）第三
十四軍臨時軍
法会議

（特設）第二
十一軍臨時軍
法会議

（特設）南支
方面軍臨時軍
法会議

（特設）第二
十三軍臨時軍
法会議

（特設）第二
十二軍臨時軍
法会議

（特設）香港
占領地総督部
臨時軍法会議

（特設）台湾
陸軍軍法会議

台湾軍軍法会
議

（特設）台湾
軍臨時軍法会
議

（特設）台湾
軍管区臨時軍
法会議

（特設）第十
方面軍臨時軍
法会議

（特設）台湾
軍管区臨時軍
法会議豊部隊
法廷

（特設）第百
九師団臨時軍
法会議

（特設）パラ
オ地区集団臨
時軍法会議

（特設）南方
軍臨時軍法会
議

（特設）第十
九軍臨時軍法
会議

（特設）第三
十一軍臨時軍
法会議

（特設）第三
十二軍臨時軍
法会議

（特設）第二
十九軍臨時軍
法会議

（特設）仏領
印度支那駐屯
軍臨時軍法会
議

（特設）第三
十八軍臨時軍
法会議

（特設）第三
航空軍臨時軍
法会議

○

（特設）第二
軍臨時軍法会
議（第四十八
師団分廷を除
く）

○
（特設）第二
方面軍臨時軍
法会議

（特設）第十
五軍臨時軍法
会議

（特設）第十
八軍臨時軍法
会議

（特設）第十
六軍臨時軍法
会議

（特設）ボル
ネオ守備軍臨
時軍法会議

（特設）第三
十七軍臨時軍
法会議

（特設）第十
四軍臨時軍法
会議

（特設）第十
四方面軍臨時
軍法会議
（特設）第三
十五軍臨時軍
法会議

（特設）泰国
駐屯軍臨時軍
法会議

（特設）第三
十九軍臨時軍
法会議

（特設）第十
八方面軍臨時
軍法会議

（特設）第四
航空軍臨時軍
法会議

（特設）第四
十一軍臨時軍
法会議

（特設）第七
方面軍臨時軍
法会議
（特設）緬甸
方面軍臨時軍
法会議
（特設）第二
十八軍臨時軍
法会議
（特設）第三
十三軍臨時軍
法会議

（特設）仏印
派遣軍軍法会
議⇒（特設）
第二十五軍臨
時軍法会議

（特設）第八
方面軍臨時軍
法会議
（特設）第一
方面軍臨時軍
法会議

（特設）第三
方面軍臨時軍
法会議

（特設）第三
軍臨時軍法会
議
（特設）第四
軍臨時軍法会
議
（特設）第五
軍臨時軍法会
議

（特設）関東
都督府軍法会
議

関東軍軍法会
議

（特設）関東
軍臨時軍法会
議

（特設）関東
防衛軍臨時軍
法会議

（特設）第四
十四軍臨時軍
法会議

（特設）機甲
軍臨時軍法会
議

文書管理規程
等

図1-2 陸軍軍法会議変遷図表（外地）及び文書管理規程の変遷

陸軍治罪法
（明治16年8月4日布告第24
号）

陸軍治罪法改正
（明治21年10月19日法律第2号）

陸軍軍法会議法
（大正10年4月25日法律第85号）

陸軍軍法会議訴訟書類保存規程
（昭和17年10月13日陸普第6739号）
・永久保存：判決原本
・有期保存（1年から30年）：判決原本を除いた訴訟に関する書類

陸軍軍法会議訴訟書類保存規程
（昭和19年4月23日陸普第1616号）
・永久保存：判決原本
・有期保存（6か月から30年）：判決原本を除いた訴訟に関する書類

東京刑事地方
裁判所検事局

朝鮮

中国

南方

満洲

⻄部第一復員
地方裁判所

福岡地方裁判
所検事局

（特設）上海派遣軍臨時軍法
会議⇒（特設）第十軍臨時軍
法会議⇒（特設）中支那派遣
軍臨時軍法会議

東京刑事地方
裁判所検事局

東部第一復員
地方裁判所

東京刑事地方
裁判所検事局

満洲駐在期間
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年月日 明治5年 明治16年 明治21年 明治22年 明治27年 明治28年 明治32年 明治37年 明治38年 明治40年 明治43年 大正5年 大正7年 大正8年 大正11年 昭和11年 昭和12年 昭和13年 昭和14年 昭和15年 昭和16年 昭和17年 昭和18年 昭和19年 昭和20年
昭和20年
8月15日

昭和20年
10月

昭和20年
12月1日

昭和21年
5月18日

昭和22年
5月3日

関連事項
陸軍裁判所、
各鎮台に軍法
会議所を設置

陸軍治罪法制
定

師団司令部条
例制定

陸軍治罪法改
正

日清戦争 日清戦争 日露戦争 日露戦争 シベリア出兵 シベリア出兵
陸軍軍法会議
法施行

二・二六事件 太平洋戦争
軍法会議の臨
時措置

内地陸戦部隊
増設

終戦
軍管区臨時軍
法会議が後継

第一復員地方
裁判所令制定

復員裁判所令
廃止

日本国憲法施
行

（特設）第五
十八軍臨時軍
法会議
（特設）第十
七方面軍臨時
軍法会議

（特設）韓国
駐箚軍軍法会
議

（特設）朝鮮
駐箚軍軍法会
議

朝鮮軍軍法会
議

（特設）朝鮮
軍臨時軍法会
議

（特設）朝鮮
軍管区臨時軍
法会議

第二十師管軍
法会議

第二十師団軍
法会議

京城師団軍法
会議

（特設）朝鮮
軍臨時軍法会
議京城師団法
廷

（特設）朝鮮
軍管区臨時軍
法会議京城師
管区法廷

第十九師管軍
法会議

第十九師団軍
法会議

羅南師団軍法
会議

（特設）朝鮮
軍臨時軍法会
議羅南師団法
廷

（特設）朝鮮
軍管区臨時軍
法会議羅南師
管区法廷

平壌師団軍法
会議
⇒（特設）朝
鮮軍臨時軍法
会議平壌師団
法廷

（特設）朝鮮
軍管区臨時軍
法会議平壌師
管区法廷

（特設）朝鮮
軍管区大邱師
管区法廷
（特設）朝鮮
軍管区光州師
管区法廷

（特設）第五
航空軍臨時軍
法会議

（特設）第十
七軍臨時軍法
会議

※南方所在部隊

（特設）支那
派遣軍臨時軍
法会議

（特設）第十
二軍臨時軍法
会議

（特設）第六
方面軍臨時軍
法会議

（特設）第二
十軍臨時軍法
会議

（特設）第十
一軍臨時軍法
会議

（特設）第一
軍臨時軍法会
議

（特設）第十
三軍臨時軍法
会議

（特設）第六
軍臨時軍法会
議

（特設）支那
駐屯軍臨時軍
法会議

（特設）北支
那方面軍臨時
軍法会議
（特設）駐蒙
軍臨時軍法会
議

（特設）第四
十三軍臨時軍
法会議

（特設）第三
十四軍臨時軍
法会議

（特設）第二
十一軍臨時軍
法会議

（特設）南支
方面軍臨時軍
法会議

（特設）第二
十三軍臨時軍
法会議

（特設）第二
十二軍臨時軍
法会議

（特設）香港
占領地総督部
臨時軍法会議

（特設）台湾
陸軍軍法会議

台湾軍軍法会
議

（特設）台湾
軍臨時軍法会
議

（特設）台湾
軍管区臨時軍
法会議

（特設）第十
方面軍臨時軍
法会議

（特設）台湾
軍管区臨時軍
法会議豊部隊
法廷

（特設）第百
九師団臨時軍
法会議

（特設）パラ
オ地区集団臨
時軍法会議

（特設）南方
軍臨時軍法会
議

（特設）第十
九軍臨時軍法
会議

（特設）第三
十一軍臨時軍
法会議

（特設）第三
十二軍臨時軍
法会議

（特設）第二
十九軍臨時軍
法会議

（特設）仏領
印度支那駐屯
軍臨時軍法会
議

（特設）第三
十八軍臨時軍
法会議

（特設）第三
航空軍臨時軍
法会議

○

（特設）第二
軍臨時軍法会
議（第四十八
師団分廷を除
く）

○
（特設）第二
方面軍臨時軍
法会議

（特設）第十
五軍臨時軍法
会議

（特設）第十
八軍臨時軍法
会議

（特設）第十
六軍臨時軍法
会議

（特設）ボル
ネオ守備軍臨
時軍法会議

（特設）第三
十七軍臨時軍
法会議

（特設）第十
四軍臨時軍法
会議

（特設）第十
四方面軍臨時
軍法会議
（特設）第三
十五軍臨時軍
法会議

（特設）泰国
駐屯軍臨時軍
法会議

（特設）第三
十九軍臨時軍
法会議

（特設）第十
八方面軍臨時
軍法会議

（特設）第四
航空軍臨時軍
法会議

（特設）第四
十一軍臨時軍
法会議

（特設）第七
方面軍臨時軍
法会議
（特設）緬甸
方面軍臨時軍
法会議
（特設）第二
十八軍臨時軍
法会議
（特設）第三
十三軍臨時軍
法会議

（特設）仏印
派遣軍軍法会
議⇒（特設）
第二十五軍臨
時軍法会議

（特設）第八
方面軍臨時軍
法会議
（特設）第一
方面軍臨時軍
法会議

（特設）第三
方面軍臨時軍
法会議

（特設）第三
軍臨時軍法会
議
（特設）第四
軍臨時軍法会
議
（特設）第五
軍臨時軍法会
議

（特設）関東
都督府軍法会
議

関東軍軍法会
議

（特設）関東
軍臨時軍法会
議

（特設）関東
防衛軍臨時軍
法会議

（特設）第四
十四軍臨時軍
法会議

（特設）機甲
軍臨時軍法会
議

文書管理規程
等

図1-2 陸軍軍法会議変遷図表（外地）及び文書管理規程の変遷

陸軍治罪法
（明治16年8月4日布告第24
号）

陸軍治罪法改正
（明治21年10月19日法律第2号）

陸軍軍法会議法
（大正10年4月25日法律第85号）

陸軍軍法会議訴訟書類保存規程
（昭和17年10月13日陸普第6739号）
・永久保存：判決原本
・有期保存（1年から30年）：判決原本を除いた訴訟に関する書類

陸軍軍法会議訴訟書類保存規程
（昭和19年4月23日陸普第1616号）
・永久保存：判決原本
・有期保存（6か月から30年）：判決原本を除いた訴訟に関する書類

東京刑事地方
裁判所検事局

朝鮮

中国

南方

満洲

⻄部第一復員
地方裁判所

福岡地方裁判
所検事局

（特設）上海派遣軍臨時軍法
会議⇒（特設）第十軍臨時軍
法会議⇒（特設）中支那派遣
軍臨時軍法会議

東京刑事地方
裁判所検事局

東部第一復員
地方裁判所

東京刑事地方
裁判所検事局

満洲駐在期間
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